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第１６回 天塩川流域委員会 

 

１．開  会 

 

●柿沼課長 

ただいまより第１６回天塩川流域委員会を開催いたします。 

  私は、事務局を務めさせていただきます、留萌開発建設部で治水

課長をしています、柿沼です。議事に入るまでの司会進行を務めさ

せていただきますので、よろしくお願いします。 

  まず、議事に入ります前に、皆様に残念なご報告がございます。

当流域委員会の前副委員長の石川信夫先生におかれましては、病気

療養中のところ、去る７月３１日にご逝去されました。ここに報告

させていただき、謹んで石川先生のご冥福をお祈り申し上げます。 

  それでは、資料の確認をさせていただきたいと思います。 

  まず、天塩川流域委員会第１６回委員会資料。 

  次に、資料－１と書かれております天塩川水系河川整備計画（原

案）。 

  次に、資料－２、天塩川水系河川整備計画について（追加資料そ

の１３）。 

  次に、資料－３、天塩川流域委員会に寄せられたご意見。これは

第１５回委員会以降に寄せられた意見も追加しております。 

  次に、資料－４、第１回から第１５回委員会の議事要旨における

河川整備計画に係る記述の分類。 

  次に、資料－５、第１５回委員会までに出された天塩川河川整備
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計画に関する意見。 

  次に、資料－６、天塩川の河川整備計画に関して寄せられたご意

見について。 

  次に、資料－７、天塩川の河川整備計画策定段階における環境へ

の影響を含めた総合的な分析とりまとめ。これは第８回委員会で使

用したものと同様のものでございます。 

  これらの資料とは別に、出羽委員より天塩川流域委員会に提出さ

れている資料がありますので、合わせて皆様に配布してございます。 

  また、委員の皆様には、天塩川水系河川整備計画についてという

参考資料が、これは第３回から１５回委員会までに配布した資料を

まとめたもの、これが１冊。 

  それから、ファイルとして天塩川資料集と書かれたものが２冊配

布しております。 

  以上ですが、足りない方がいらっしゃいましたらお知らせくださ

い。 

  それでは、天塩川流域委員会の設置要領によりまして、委員の２

分の１以上の出席で委員会が成立することになっておりますところ、

現在のところ１１名の出席をいただいておりますので、委員会は成

立いたします。 

  それでは、これから議事に入っていただきますが、会場の皆様に

は議事の妨げにならないように静粛にお願いいたしますとともに、

携帯電話については電源をお切りになるかマナーモードに設定して

いただくようお願いいたします。 

  なお、私ども事務局の方で委員会の記録のために撮影と録音を行
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っておりますので、ご了承をいただきたいと思います。 

 

２．議  題 

 

●柿沼課長 

それでは、以後の議事の運営につきましては、清水委員長の方に

お願いしたいと思います。委員長、よろしくお願いします。 

 

●清水委員長 

ただいま事務局からのご報告がありましたが、当流域委員会の前

副委員長石川信夫先生が先日亡くなられました。石川先生におかれ

ましては、当流域委員会の前身である懇談会のときから関わられて

おりまして、大変ご尽力をいただいております。誠に残念なことに

なりましたが、ここに謹んで石川先生のご冥福をお祈り申し上げま

す。 

  それでは、本日の議題についてですが、まず、第１５回委員会議

事要旨（案）の確認を行います。 

  その後の議論ですが、これまで治水、利水、環境面、そして治水、

利水と環境のバランスについて議論をいただいております。 

  前回までの議論で、委員の皆様から出された指摘事項や、更に冊

子等において外部から出されて提出されている意見について、まず、

事務局の方で補足説明をしていただきまして、その後、直接委員の

皆様からそれぞれ専門の立場での見解を伺っていくということにな

っております。 
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  今日の後半では、前回お話ししたように事務局にこれまで委員会

で出た意見を整理してもらっております。今まで委員会で出た意見

を整理集約しつつ、不足しているところ、あるいは発展させなけれ

ばならないところを意識した議論をしていきたいと思っております。  

終了は、１７時３０分を予定しておりますので、ご協力のほどよろ

しくお願いいたします。 

  それでは議題に入ります。 

  第１５回委員会議事要旨についてですが、既に各委員に紹介し、

修正等をしておりますので、この内容で確定させていただきたいと

思います。 

  なお、本日の審議に当たりまして、今一度この委員会の役割等に

ついて事務局の方から説明があるそうですので、確認お願いいたし

ます。 

 

●井田課長 

旭川開発建設部治水課長の井田です。どうぞよろしくお願いいた

します。 

  委員の方のお手元の資料集にあるものですけれども、ちょっと前

の方にパワーポイントで映させていただいております。 

  昨年の５月に天塩川の河川整備計画に関して寄せられたご意見に

ついてということでお示した資料ですけれども、ちょっと見づらく

て申しわけないんですが、委員会の役割ということを再確認させて

いただきたいと思っております。 

  河川法の第１６条の二の第３項におきましては、河川管理者は、
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河川整備計画の案を作成しようとする場合において、必要があると

認められるときは河川に関し、学識経験を有する者の意見を聴かな

ければならないと規定されております。 

  天塩川流域委員会は、私どもの北海道開発局が河川整備基本方針

に、長期的な計画に沿って河川整備計画の案の作成に当たって、河

川に関し、学識経験を有する方や天塩川流域に知見の深い方々から

河川整備計画の原案に対する意見を聴く場という形で設置したもの

でございます。したがいまして、この流域委員会はそれぞれの専門

分野の立場から議論して、委員会として意見を作成していただいて、

まとめてもらうということがこの委員会の役割です。これを踏まえ

て、本日のご議論の方もよろしくお願いしたいと思っております。  

また、流れとしましては、今後関係住民の意見を反映させる公聴会

の開催も予定しておりまして、関係住民の意見を伺って反映させて、

更に知事の意見を聴いた上で、整備計画を策定するという、このよ

うな流れになっておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

●清水委員長 

ありがとうございました。 

  それでは、引き続き、前回の指摘事項についての説明、それから

冊子等についての補足説明を事務局の方からお願いいたします。 

 

● 井田課長 

それでは、お手元のパワーポイントの資料－２と書いた横版のも

のをご準備いただきたいと思います。 
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  １枚めくっていただきまして、こちらが沙流川におけるヤマメの

推定生息数の推移の分析というものでして、ベースとなるものは前

回お示ししたものと同じものでございます。違う点を補足しながら

説明してまいりたいと思いますけれども、前回サクラマス幼魚を当

歳魚と１歳魚に分けた方が分かりやすいのではないかというご指摘

がございました。このグラフの見方を簡単にご説明したいと思うん

ですけれども、その前に前回から追加したことをここに入れており

ます。幼魚の括弧内の欄に、当歳魚の推定数を入れております。ダ

ッシュというかマイナスになっているところにつきましては、当歳

魚の生息数が明らかになっていないということでして、調査の少し

古いものに関しては、当歳魚と１歳魚は分けていないということで、

これ以降についで整理されているということになります。 

  また、着色がついていると思うんですけれども、二風谷ダムの運

用開始前と後ということでちょっと色を分けてみました。グラフの

見方ですけれども、前回と同様に左側に沙流川のサクラマスの親魚

の情報が入っております。右側の方にサクラマスの幼魚の情報が入

っております。例えば、平成元年の秋に遡上産卵したものが、次の

年それを親とする幼魚がこれだけ見つかっているということですけ

れども、例えば平成８年のダムの魚道が運用されてからの後なんで

すけれども、その秋に遡上産卵して、推定生息数として、その子ど

もとなるものが、前回４９,５１１尾という数字だけだったんです

けれども、子どもということは当歳魚ということになりますので、

厳密には４８,６６５尾というのが、大きくは変わらないんですけ

れども、当歳魚ということでその子どもになるということです。 
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  したがいまして、平成８年に遡上した親魚に由来する幼魚が確認

されているというようなことが言えると思います。ここに記載して

いる内容は、前回と同様なので割愛させていただきますけれども、

魚道が機能していたのではないかと、しているということと、大き

な出水があった場合に減る傾向があるということでございます。寄

せられた意見の中に、放流魚の状況がどうなっているのかというこ

ともございました。平取町の方で放流されているのではないかと、

こういうご指摘だったんですけれども、確認したところ、平成１５

年まで当歳魚、ゼロ歳魚を放流しております。４０ページの方ちょ

っと飛んで申しわけないんですが、開いていただきたいんですけれ

ども、その二風谷ダムの放流魚と天然魚を見分けているという状況

です。これ、以前にも見ていただいたパワーポイントですけれども、

二風谷ダムでは自治体などによって平取町、あとは私どもの方でも

試験的に･･････。４０ページです。下のところに数字が入っている

と思うんですけれども、これです。右肩とページ、横版の資料の下

の方に数字が入っております。そこの４０ページです。 

  当歳魚の放流が行われており、私どもの試験的にやっております

けれども、これが実際に沙流川で見つけられた天然魚のゼロ歳魚に

なるものです。こちらが放流魚ということなんですけれども、以前

にも説明したことがあるかとは思うんですが、尾ひれが丸いと、放

流魚の場合丸くなっているというようなこと。あと、ひれの欠損だ

とか、あと鱗の状況、あと体色が濃くなりやすいというようなこと

から、見分けられているということで、先ほど見ていただいた表の

中の数字というのは、こちらの部分を除外した天然魚の部分を集計
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していると、こういうことになっております。 

  また、２ページの方に戻っていただきたいんですけれども、こち

らも前回見ていただいたものと同じなんですけれども、貫気別川に

おけるヤマメの推定数の分析ということになっております。こちら

の方も、平成８年、例えば見ていただきますと、魚道が運用開始さ

れたんですけれども、その秋に産卵したものの、それに由来する、

それが親となる子どもの方の数は３６，７０２尾ということになっ

ておりまして、総体では１歳魚以上含めると３６,８４９尾という

ことですけれども、ほとんどがゼロ歳魚ということで、その前年に

魚道を通じて親が上がってきているであろうと。それで産卵し、再

生産しているであろうということでございます。こちらコメント等

は前回と同じなので、割愛させていただいております。 

  もう１つは、３ページになるんですが、前回ご指摘のあった二風

谷ダム上流ニセウ川について整理してみました。こちらにつきまし

ては、平成８年ですけれども、１２，２２６尾全部で見つかって、

魚道を上ってきたと思われる親に由来するものが１１，６０２尾と

いうことで、ほとんどがゼロ歳魚だったわけなんですけれども、親

魚が上ってきていると推定されるということでございます。ここの

数字を全体的に通してみますと、二風谷ダムの魚道の運用開始前後

で、年によって変動がございますけれども、推定数に大きな変動は

見られなくて、比較的安定しているというようなことが言えるかと

思っております。 

  今回は、ゼロ歳魚というデータを追加したんですけれども、これ

までの傾向が大きく変わることはないということが分かったかと思
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います。 

  次お願いします。 

  下のページで４ページになりますけれども、沙流川の親魚、先ほ

ど幼魚の数になるんですけれども、親魚の数の方はどのぐらいある

のかということなんですけれども、それを推定する際に参考となる

ものがこちらです。サクラマスの当歳魚数を１，０００尾、仮にい

るとした場合には、そこから卵は実際どのくらいあっただろうかと

いうことを推定するようなプロセスを得ます。実際には、卵からそ

れが授精して定着するというところで消耗というか数が減るという

ことと、もう１つは当歳魚まで生き延びるまでに数が減るというこ

とでこれまでの試験からこういった数字を掛けるというか割るとい

うかしまして、１，０００尾見つかった場合には全部で１万粒の卵

があったであろうということです。１万粒の卵があった場合には、

１尾当たり沙流川の場合、１尾当たりの雌に１，９００粒の卵を持

っているということなんで、約５尾いるだろうと。雄の方はその半

分程度ということで、要は親魚は８尾から当歳魚が１，０００尾確

認されるだろうと、こういうことで、逆算すると、１，０００尾か

ら８尾ということで、ページ１の方を見ていただくと全体で多い年

で４万４，０００尾の幼魚が見つかっております。 

  したがいまして、親魚としましては、４００尾程度ということに

なるかと思います。資源として決して大きくないのかなと、このよ

うな感じを受けております。 

  次のページをお願いします。 

  こちらの方は、ダムよりマイナス面に対するミチゲーションとし
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て整備計画の３０年の期間内における魚が上りやすい川づくりの具

体の実施内容を示すと納得できる議論や計画になるのではないかと

いうことで、ぜひ示してほしいというご意見が前回ございました。 

事務局で検討したものですけれども、こちらの図の見方なんですけ

れども、凡例といたしまして、緑が本川の魚道がある頭首工で、赤

が魚道がない頭首工という形になっております。赤がこれ天塩川で

して、こちらが名寄川。ここが合流点名寄市で、下川町、サンルダ

ムがこちらで予定されております。 

  こちらの方が、士別市、剣淵町、和寒町ということですけれども、

魚道のない頭首工が５箇所あるという形になっております。魚道の

あるものがここに１つ。ここに１つと２つあるということになって

おります。私どもの方で、河川整備計画の対象期間内、概ね３０年

において、大臣管理区間にある魚道のない頭首工については、魚道

等の整備に取り組んでまいりたいというように考えております。具

体的にどのような形になるかと言いますと、この紫の部分が、例え

ば赤の二十線堰堤に魚道を付けますと、この紫の部分が遡上可能な

範囲になってくると。その次に、下士別頭首工というところを上り

やすくするとこのオレンジのところが上ってくるということで、効

果的なところ、できるだけ下流の方から順次整備してまいりたいと、

この３０年間で整備するということを考えております。流域全体の

サクラマスの生息環境の改善に取り組んでいきたいと、保全に取り

組んでいきたいという形で考えております。 

  次、お願いします。 

  サンルダム周辺のコウモリの調査結果を追加してほしいというこ
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とで準備したデータです。以前は上・中流域と下流域、こちら側の

データを示していましたけれども、この右側のデータを追加してお

ります。比較的、頻度だとか調査方法を増やしてサンルのあたりを

調査しているんですけれども、こういった１０種程度のコウモリが

確認されております。 

  ここまでが前回の指摘事項に関する補足説明とさせていただきま

す。 

  続きまして、 

 

●清水委員長 

ちょっと私言い忘れていたんですけれども、出羽委員の方から出

されているこれは、どの時点で説明しますか。後でよろしいですか。

分かりました。 

  引き続きお願いします。 

 

●井田課長 

５月に私どもの方で冊子等も含めた寄せられたご意見について資

料－６のとおり事務局の考えを説明させていただきました。今回補

足も含めて、再度説明させていただきたいと考えております。 

  まず、下のページで８ページになるんですが、目標流量を昭和５

６年から昭和４８年に途中で変えたのではないかと、このようなご

意見が寄せられております。 

  原案やパワーポイントでこれまで説明してきた内容はこちらなん

ですけれども、 
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●清水委員長 

ちょっと済みません。ちょっと前後しちゃうかもしれないですけ

れども、資料－３の天塩川流域委員会に寄せられたご意見の中の、

ページでいうと２６１ページで、番号でいうと１５７番が最近論点

を整理して再度質問ということで出てきた資料ですけれども、一応

これと関連していると思いますので、これも合わせて見ていただけ

れば、この点はいいんじゃないかなというふうに思います。 

 

●井田課長 

こちらこれまでに説明、原案だとかパワーポイントの内容ですけ

れども、このグラフが河川整備計画の目標といたしまして横軸が時

間、縦軸が流量となっております。これまでに観測された最大の洪

水流量の昭和５６年８月に発生した流量がございまして、それに氾

濫量と岩尾内ダムによる調節量を戻したものが目標流量と設定する

ということで４，４００ｍ3/sという形になっております。誉平地

点のグラフでございます。 

  次、お願いします。 

  この５月に、今日配っている資料－６になるんですけれども、更

にご質問、ご意見等がございましたので、詳しくご説明した内容と

重なるんですけれども、誉平の流量が同じ４，４００ｍ3/sでも、

雨の降り方によって本川の上流部だとか各支川の流量が異ってきま

す。こちらが実際に洪水を起こした雨の４つのパターンですけれど

も、４８年、５０年、５６年という形になっています。降り方は時
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間的な分布、空間的な分布がそれぞれ異っておりますので、出てく

る流量も違うということで、実際に発生した４つの雨の降り方によ

り、４，４００ｍ3/sを定めること、支川の方の流量を定めること

としまして、次お願いします。 

  これも５月に見ていただいたものですけれども、少し丁寧に説明

させていただきますと、縦軸が実績の降雨のパターンです。ここに

並べております。ピーク流量につきましては、目標として誉平の基

準地点４，４００ｍ3/sという形になっております。横軸が名寄・

真勲別。それは洪水のパターンによってそれぞれ変わってくるとい

うことになっております。更にその横の方に、氾濫面積、浸水家屋、

被害額という形になっておりますけれども、こちらの方は最新の情

報で氾濫が想定されるところ、氾濫の恐れがあるところをとりまと

めたもので、そういったところを集計したものですから、実績とは

異ってくる形になるかと思います。どの降雨パターンにつきまして

も、これまでの実際の天塩川流域で発生したものですので、同様に

どの降雨も発生する可能性がありますから、目標流量の設定にあた

りましては、流域内の被害が最も大きくなるパターン、言い換えれ

ば洪水の被害の軽減効果が最も大きくなる降雨パターンである昭和

４８年８月型、これで申しますと、このパターン。被害額が最も大

きくなるこのパターンにつきまして、これで採用いたしまして名寄

川で言いますと、真勲別で１，５００ｍ3/s、本川でいいますと、

名寄大橋２，０００ｍ3/sという形になっております。目標を変え

たということではございませんでして、その過程というかステップ

をより詳しく説明させていただきました。 



 14

  実際にどのあたりに水がついているのかということですけれども、

１１ページと１２ページにそれを水の想定されるところに色を塗っ

ております。こちらが下流側です。色が変わっているのは、水深に

応じて、ちょっと見づらくて申しわけないんですけれども、色を変

えております。１２ページの方が上流側という形になります。なか

なかこの図では分かりづらいところもあると思いましたので、それ

を写真の方に落としてみたのが１３ページ以降でございます。例え

ば、天塩町、幌延町の雄信内のあたり。こういったところが水がつ

く恐れがあるということで、次、お願いします。 

  これが幌延町でございます。青い部分が恐れがあるということで

ございます。 

  １５ページ、１６ページ、１７ページ。ここは美深の方になりま

す。１８ページ、ここは家屋には比較的大きいところですけれども、

こういったところに水がつく恐れがあると、こういった目標に対し

て、水がつく恐れがあるということで考えております。 

  次、お願いします。 

  もう１つ寄せられたご意見の中に、サンルダムがないと堤防を超

えるのはどこだろうか、もしくは中・下流域の流下能力不足箇所の

対策はどういうふうになっているんだろうかというようなことがご

ざいます。これは以前にも見ていただいたグラフですけれども、横

軸が距離になっています。こちらが河口、こちらが上流です。こち

らが流量ということになっております。この青いところが、現在の

川で流される流量ということになっております。先ほどちょっと説

明しました目標の流量というのが、このオレンジのラインというこ
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とになっています。誉平の地点で４，４００ｍ3/sという形になっ

ております。掘削と河道で、この青いところを上げていくというの

と同時に、オレンジから洪水調節をして赤まで調整していこうとい

う考え方になっております。 

  例えば、じゃあダムがなければ、どの部分が氾濫するのかいうと、

仮に赤まで上がっても、ここまで来れば、この範囲は水がつくとい

う形になります。なんで、赤まで下げると、流量を下げるというこ

とと合わせて川の整備の方もやっていって、安全に流れるという形

になっていく状況です。 

  次、お願いします。 

  こちらも少し分かりやすいかと思うんですけれども、名寄川のデ

ータです。こちらが下流、こちらが上流、こちらが天塩川との合流

点で流量という形です。この部分を河道であらわす努力をしていっ

て、一方で川に出てくる流量をこれだけ下げようということで、こ

の赤を安全に流そうという形です。下からも上げ、上からも下げる

というような形になっております。 

  次のページお願いします。 

  今のが流量での説明になるんですけれども、水位で説明するとど

のようになるかということですけれども、目標としている洪水に対

して、サンルダムで水位を低減できる量を示したものがこちらです

けれども、ダムで下流に出る流量を減らしてこういった形で断面に

よって色ごとになっているんですが、効果は変わっているんですけ

れども、例えば天塩川の本川でいえば、最大８０㎝、最小２０㎝の

水位の低減があるということです。一方で、それと合わせて河道の
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整備もしていくということで、先ほどの図でいうと、下から上に上

げていくようなことになるんですけれども、次の図お願いします。 

  こちらの図が、堤防の整備区間が赤で書いてあって、河道の掘削

区間がオレンジで入っています。天塩町がこちらになっていまして

ずっと上流の方へ行きますけれども、堤防の整備、この赤いところ

でやっていて、これをやることによって、洪水を目標とする水位以

下で安全に流すことができるようになるという、そういった整備を

進めていく形で考えております。掘削の方につきましては、オレン

ジですけれども、こちらの方は川の断面をできるだけ広げて、水位

が上がらないようにするという形になります。 

  下流から上流の方に順次見て、２２、２３、２４ページとなって

おります。２５ページにまいりまして、遊水地の関係で、ダムの水

没予定地、旧河川などで農地を潰さないで済む遊水地の検討が必要

ではないかというようなことが意見で寄せられております。遊水地

の位置ですけれども、旧川としてこういったところですね。上流の

方へ行きますと、あとサンルダムの水没予定地というような形にな

っております。それは以前にも見ていただいた図なんですけれども、

次のページお願いします。 

  これは、実際の遊水地の例えば幌延地区で造るとしたらどんなふ

うになるだろうかというイメージを空中写真でつくってみたもので

ございます。凡例ですけれども、青が水面で、赤が意見で提案され

ている部分にもなります。赤もしくは水面の部分のみを仮に利用す

る場合であっても、こちら堤防ですけれどもこういう周囲堤を周り

に巻かなければならないということで、その部分の農地は結果とし
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て利用できなくなってしまうであろうということでございます。そ

れと、多くの旧川は降雨時に内水というか、集まってきた排水を調

整する機能を持っております。集まってきたものをどうやってこの

周囲堤で巻いた、堤防で巻いたこの中に入れるかというようなこと

も課題になるでしょうし、場合によっては内水氾濫が周辺に広がっ

ていく恐れもある。今は旧川に入って行ったものが堤防ができるの

で入りづらくなるというようなこともありますので、そういった対

策も必要になってくるということです。 

  次、お願いします。 

  こちらが、中川地区の旧川です。具体の地区として大体この地区

ということで、図の方には細かいものがなかったので、旧川の水面

はこの青いところになっております。堤防の幅で言いますと、大体

こういうところなんですけれども、これを仮にこういったところに

周辺に巻くということになると、相当の農地の面積が利用できなく

なるであろうと。もしくは、一括で括るとすると、例えばこういっ

たところの農地は浸水を前提の営農となるということで、農地に、

もしくはこういった、例えば道路もこういったところを走っていま

すので、そういった通行の確保というようなことをどうするのかと、

こういった課題も出てくると思います。いずれにしましても、農地

に影響のない遊水地をつくるということはなかなか難しく、できな

いのではないかというように考えております。 

  次、お願いします。 

  そもそも、これまでも見てもらったもので申しわけないんですけ

れども、多くの旧川はその下流にありまして、例えば下流で洪水調
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整すると、それより基本的に下流に治水効果が及ばないので、その

上流部はどうしようかということが課題となって残ってきて、何ら

かの措置が必要ということになります。上流に貯めれば下流まで貯

めた量が出てくる量が減りますので、治水効果が上がるということ

で、効果的、非常に効率的な対策ができるだろうということです。

そういったことで、旧川の下流部につくるということは課題がある

ということでございます。 

  次ですけれども、それではその上流にあるダムの湛水地域でつく

れば、ここの方は概ね土地買収等済んでおりますので、営農等に影

響ないのではないかということですけれども、遊水地という形でつ

くりますと、河川の水位以上は当然貯められないので、これも以前

に見てもらったんですけれども、横が河床で、縦が高さですけれど

も、こうやって段々にできるだけ稼いで貯めていくということです

けれども、当然川の水位までしか貯まらないので、その水面は低く

なります。その容量は、概ね約２００万ｍ3と考えております。ダ

ムの容量が今、予定しているのは３，５００万ｍ3ですから、それ

の約１５分の１から２０分の１程度ということになります。 

  次、お願いします。 

  それを平面的に落としてみたのが、こちらの図になります。当然、

水位が上がらないということは、その面積も広くならないので、面

積も小さくて、また水深も小さいということですから、効率的では

ない洪水調節の仕方ということになるかと思います。黄色の部分が、

遊水地の区域でございます。 

  次のページ、お願いします。 
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  こちらは、報道にもございましたけれども、輪中堤だとか、二線

堤を活用した、河道から溢れさせる洪水を検討すべきと、こういっ

たご意見がございました。私どもの方で平成１９年度の重点施策と

いうことで、洪水氾濫減災対策といたしまして整理しているもので

ございますけれども、従来の洪水を川からあふれさせない対策に加

えて、氾濫した場合でも二線堤、輪中堤等に被害を最小化させる対

策を保持していくということです。従来のということは、これまで

の連続した堤防等による対策ということになるんですけれども、基

本的にはこの部分をきちんとやるということになって、それに加え

てやっていくということになります。実際にはどういうことをやっ

ているかというと、例えばこちらですけれども、まだ堤防が完成し

なくて、水のつきやすいところで、家の前だけ巻いて、その周辺は

洪水時には水がついてもやむを得ないというような方法ですけれど

も、天塩川の場合は、堤防の高さがある堤防が９割程度概成してお

りまして、このような川においてこういった方式を取るのは適当で

はないと考えております。こちらの方でも、連続堤堤防による従来

の整備手法のみでは治水安全度を十分に向上させるには長期間要し、

洪水氾濫被害が多発するというところでなっておりますけれども、

概ね連続堤はできているというところですから、そこの補強をきち

っとこれからやっていくということが重要と考えております。 

  また、背景といたしまして、北海道の場合は主たる収入を農業か

ら得ている農家が約８割ということでして、以前にもご説明したん

ですけれども、本州の方へ行きますと、それが大部差があるという

ことがございますので、兼業農家が多いということになるんですけ
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れども、そういったことから、もしくは畑作が進んでいると。特に、

下流部が畑作が進んでいるというようなこともございますので、浸

水に対しては非常に地域としては脆弱というか、影響が大きいとい

うことから、そういったことも踏まえましても、天塩川の流域には

こういった手法は対象となりにくいのではないかと考えております。 

  次のページ、お願いします。 

  意見の中には。水道水量は名寄川の１０分の１渇水流量の約１

０％程度しかないと。名寄市の水道の漏水の改善をまず検討すべき

ではないだろうかと、こういったご意見がございました。夏場の方

では、ここにはパワーポイントの方は割愛をさせていただきました

けれども、河川環境の保全のために約６ｍ3/s程度の水を確保する

ということにしております。実際の名寄川の流況なんですけれども、

グラフでも示すとおり、もしくはこの写真に示すとおり、相当少な

い状況になっております。 

  次、お願いしたいんですけれども、１つの目安である１０分の１

渇水流量としましては２．５８ｍ3/s、名寄川の真勲別で。６ｍ3/s

を目標としておりますので、それより大分小さいということになっ

ています。水資源がやはり逼迫しておりまして、流況が既に悪い状

況ですので、安定的な水資源確保を。もしくは環境のためにも水を

確保するということをきちっとやっていく必要があるのではないか

と考えております。 

  水道事業の関係ですけれども、名寄市におきましては、生活環境

の向上、水利使用規則の多様化と、郊外地区の区域拡張ということ

で、今、需要量が増加していくと。合併等もございます。合併等で
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増える部分がこの赤の部分でございます。風連町で、地下水に今、

依存しているんですけれども、なかなか地下水が下がったりという

ような課題があるようでございまして、この部分に供給していきた

いということになっております。 

  漏水率の関係は、概ね２０％程度というように聞いております。

それを改善すればという意見も寄せられているんですけれども、市

の方としましては、将来その漏水量を約半減にする取り組みを今、

進めていくと。そういうこととあわせて、それでもなおかつ足りな

い量をサンルダムに水道用水として確保していくということで、セ

ットでやっていくというように聞いております。 

  事業費の方の関係ですけれども、平成１７年度は名寄市では約５

億２，０００万円という事業費で。それに関してダムにかかわる減

価償却なんですけれども、これは言わば建設費になりますし、原水

費これ言わば管理費のようなものですけれども、それを足すと約１，

０００万円程度ということですので、水道事業にかかるダムの部分

としましては約２％ということで、決して大きくはないというよう

に考えていますが、これによって例えば２倍、３倍になるというよ

うなこともないであろうというふうに考えております。 

  次、お願いします。 

  もう１つは、月別の平均流量で見ると、正常流量を現状でほぼ確

保されているのではないかということでございます。月別の平均流

量はお手元の資料集、分厚いところに入っております。その月別平

均流量自体はどうやって求めるかというと、１箇月間の毎日の流量

を足して３１日で割るという作業になります。例えば、これまでご
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説明してきた流況の図なんですけれども、月別平均流量をあらわす

とこういう形になってきます。例えば、洪水の多いときはやはりそ

ういうものに引っ張られるという形です。多いときも少ないときも

ならしたような形になると思います。 

  次のページ、お願いしたいと思います。下のページで３７ページ

です。 

  実際の名寄川の真勲別の日流量が正常流量を下回った日数という

ものをカウントしています。このグラフは、縦軸が年度です。横軸

が月でございます。例えば、７月、夏場を見ていただくと、毎日切

っている日もありますし、２０日以上というのも相当数見られます。

８月でも２０日以上超えている日数が相当確認することができます。

日単位で見ますと、正常流量を相当な日数で下回っているというこ

とでございまして、そういったことを踏まえまして、流況は非常に

悪いということになると思います。月別平均流量というものは、洪

水を含めて伸びますので、そこで評価するのはやはり適当ではなく

て、それぞれの日々で見ていくと、渇水は生じていて、流況を改善

をすることが必要であろうと、このように考えております。 

  次のページ、お願いします。 

  冬期間の維持流量は下げてもよいのではというようなご意見も寄

せられております。 

  これが、これまで検討した維持流量、これに利水量と合わせてそ

れぞれ目標をこれまで６ｍ3/sなり、５．５ｍ3/sという形でご説明

してきているところでございますけれども、サケ・マス類の遡上だ

とか、産卵、そして卵･稚仔魚、これは冬場から春にかけてという
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ことになりますけれども、これについてこれまでの試験から必要な

水資源を求めますと４．８ｍ3/sということで、これについては通

年確保していきたいと、このように確保する必要があろうと、この

ように考えております。 

  次のページ、お願いします。 

  サンルダムの水力発電は不要といったご意見もございまして、サ

ンルダムの水力発電というものは融雪期だとか洪水時の水を一時貯

留しまして、例えば先ほどの環境保全のための一時的な流量の補給

だとか、もしくは既得の利水に対して補給するとか、もしくは上水

道の補給だとか、そういったことに関して補給する際にその落差を

有効に活用しようというものになっております。 

  水力発電は、そもそも非常に短い時間で発電できるとか、電力需

要の変化に素早く対応できるとか、そういった電力にとって非常に

メリットのある部分がございまして、やはり火力だとか、いろいろ

なものと組み合わせてやっていく方が、これはベストミックスとい

うそうなんですけれども、大事だということが言われております。 

  また、水力発電は日本の貴重な純国産、ＣＯ２も出さないという

ことですので、こういった非常に特色を持っているということです

けれども、その規模といたしましては、電力量、発電量を世帯に直

すと約２，７００世帯分になります。下流で言いますと、天塩と幌

延町で約２，８００世帯余りです。美深と、中流でいきますと、音

威子府で２，７００世帯ということですので、それだけの電力量を

有効に落差を活用して、補給の際に発電するという計画になってお

ります。 
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  次のページ、お願いします。 

  ４２ページ、サクラマスの資源の影響が出る危険性があるという

ことですけれども、サンルダムにつきましては魚道をつけると。そ

して、降下のときにはプールを設けて稚魚に配慮するといったこと

を踏まえまして、できるだけ最小限に押さえるよう努力していくと。

取り組んでいくということで考えております。 

  また、これも以前に見たことあるかと思うんですが、こういった

落差の解消をするなど、先ほど本川の頭首工の上りにくいところの

解消に努めていくということで、流域全体のサクラマスの生息環境

の保全に努めてまいりたいと、このように考えております。 

  最後になるのですけれども、あともう少しですけれども、ダムの

下流でシルトの堆積だとか、濁りが増大すると。水質が改善、ダム

によってなされたのではないということでございますけれども、こ

ちらが横軸で、剣淵川から合流すると土砂の供給とございますので、

それから岩尾内ダムまでの間です。縦軸が粒径でございます。シル

トに相当するのは、大きさとしてはここに書いてあるような大きさ

で、範囲としてはこの範囲です。青い線がダムができる前で、黒い

線がダムができたあとの粒径なんですけれども、概ね大きな変化は

なくて、顕著な粗粒化だとか、細粒化は発生していないということ

ですので、シルトが堆積しているだとか、顕著に堆積しているとか、

そういったことは確認されていません。 

  次のページ、お願いします。 

  こちらは、ダムの前後で水質がどう変わってきたかということな

んですけれども、横が年度です。縦軸が水質でございます。排水基
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準が設定されて、道の上乗せ基準がこのころ設定されて、水質の方

はよくなってきております。やはり流域全体のそういった環境基準

だとか、排水基準を踏まえて改善が進んで、近年比較的安定してい

るという状況でございます。 

  次のページが、先ほどのＢＯＤでこちらがＳＳですけれども、こ

ちらのＳＳの方も近年環境基準値から見ると概ね満足しているとい

うことで、したがいまして、ダムができてから水質改善が進むとい

うことは、ダムが原因でできることはないのかもしれませんけれど

も、流域の取り組みによって少しずつダムの下流で改善されてきて

いるということが言えるかと思います。 

  次のページ。これは本当に最後でございますけれども、砂川遊水

地による支川の水質浄化について検討すべきというようなご意見が

寄せられております。何度か砂川遊水地のことについては取り上げ

られてきていますので、確認させていただきますと、水質の負荷の

大きい流入河川の水質浄化に、私どもの方で管理している砂川遊水

地に取り組んでおります。そこはどういうことをやっているかとい

うことですけれども、こちらに奈江豊平川という川がございます。

ここに入ってくる川、遊水地に入る前に遊水地に負荷を与えないよ

う、ここで礫間浄化をするという形になっております。また、こち

ら側から入ってくる支川につきましては、またこれも遊水地に負荷

があるものですから、与えないようバイパス、このバイパス水路に

は浄化機能、植生を活用した浄化機能を持たせているんですけれど

も、砂川遊水地帯に入れないで、こちらから吐くということでして、

要は、砂川の遊水地自体が浄化するのではなくて、必要に応じて支
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川の河川でやれることをやっているというような形になるかと思い

ます。 

  このほか、アンケートにつきましてもご意見を寄せられておりま

すけれども、これまで当委員会には意見聴取会も含めまして、約３

３０件の様々な意見が寄せられております。この委員会ではその意

見を見ながら、専門家として理解を深めて、意見を整理というか、

まとめていただきたいと、このように考えております。説明の方、

長くなって済みません。以上です。 

 

●清水委員長 

ありがとうございました。 

  それでは、ただいまの事務局からの説明を参考にして、直接、委

員の皆様からのそれぞれ専門の説明を受けながら、お互い理解を深

めていきたいと思います。 

  まず、全体的な治水、利水、環境、いろいろな方面にわたったわ

けですけれども、どうでしょうかね。どなたからでもよろしいんで

すが、とりあえず治水面のお話なんかは、黒木委員の方で何かコメ

ント等ございますか。 

 

●黒木委員 

今のご説明で、私自身は、前回のご説明と合わせて聞いていただ

ければ、今の計画案が最適であるというのがお分かりいただけたの

ではないかなというふうに思っております。それ以上に、個々にご

説明が必要であれば、そのときにまたさせていただければと思いま
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す。 

 

●清水委員長 

何かございますか。どうぞ。 

 

●出羽委員 

いっぱいあったんで、一気に全部飲み込めないんで、少し検討し

ないと分からない部分があるんですが、それとこの資料も、一昨日

いただいた資料に大分付け加わっていますので、それも含めて少し

検討しないと分からないところもあるんですが、ヤマメのところで

ちょっと確認をしたいところがあります。それで、今日は一番の専

門家の前川さんが来ておられないんで、完全にはできないんで、次

回以降に中身は譲りたいと思うんですが、放流について、平成１５

年ということは、１５年までですか。 

 

●井田課長 

平取町の方では平成１５年まで放流しているというふうに聞いて

います。 

 

●出羽委員 

までね。それ以降は放流してないという、 

 

●井田課長 

はい、そのように聞いております。 
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●出羽委員 

それと、これ何月、いつころどこの場所で何尾ぐらい放流してい

るかというのを確認したいんですが。 

 

●井田課長 

約３００ｋｇを平成１５年で放流したと聞いておりまして、 

 

●出羽委員 

３００ｋｇ。 

 

●井田課長 

はい。およそ、その程度放流していると聞いております。 

 

●出羽委員 

放流の場所は。 

 

●井田課長 

場所については複数点ございまして、今すぐ示せる状態ではない

んですけれども、複数の箇所で放流していると聞いております。 

 

●出羽委員 

その場所は把握はしてないですか。 
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●井田課長 

手元に資料ないです。 

 

●出羽委員 

そしたら、それ次回までに出していただければと思いますが。 

  それと、その放流している時期ですね。何月に放流しているかと

いうことですが、それは把握していますか、時期は。 

 

●井田課長 

今、手元に資料はないです。 

 

●出羽委員 

時期と場所について、次回までに資料をお願いしたいんですが、

委員長よろしいですね。 

 

●清水委員長 

皆さんいかがですか。どうぞ。 

 

●田苅子委員 

資料を出すのは結構ですけれども、何をどういうふうに見ていく

ために、とらえるために、こういった資料も必要なのではないだろ

うかというぐらいな考え方は、やっぱりあった方がいいんじゃない

かと思いますけれども、いかがでしょうか。 

 



 30

●出羽委員 

僕も完全にヤマメのこと、ずっとやってきたわけじゃないから、

全部分かるわけじゃないんですけれども、放流魚と天然魚の区別し

ておりますが、これは区別できるのは、ある幼魚の期間だけという

ふうにも聞いております。時間が経つと区別が難しくなってしまう

と。そういうことから、何月に放流しているかということが１つの

やはり、これを確かめるための条件になるかと思うんですね。それ

と、どこの支流、河川に放流しているかということも、同時に各河

川ごとに見ていますから、それも必要になるかと思います。そうい

う意味で、その資料を提出していただきたいということです。 

 

●井田課長 

当歳魚というもののカウントを６月にしているということです。

それで、それは前年放流することはあり得ないと思います。卵の状

態ですから、前年ですと。そうしますと、当歳魚というものは、前

年ということでなくて、放流からそれほど経っていないと。仮に放

流されていても、それほど経っていないということですから、そこ

は見分けられるというふうに考えておりますけれども。 

 

●出羽委員 

資料が恐らくあるわけでしょうから、それは把握しているんでし

ょうから、それを提出いただければ、それは確認できると思うんで

すね。 
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●清水委員長 

これは提出していただくということでよろしいでしょうか。 

 

●井田課長 

調べてみます。 

 

●出羽委員 

提出していただくということで、委員長、確認してよろしいです

ね。 

 

●清水委員長 

よろしいですか。 

 

●井田課長 

資料があるかというのは確認してみます。 

 

●清水委員長 

確認していただけるということです。 

 

●出羽委員 

確認してじゃない、あれば提出していただきたいと思います。 

 

●清水委員長 

今、治水の話から入っていったんですけれども、いきなりヤマメ
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の話になってしまったんですけれども、治水の方で、遊水地の方が

遊水地の社会的影響というような問題、具体的に説明があったんで

すけれども、この辺について委員の皆様いかがでしょうか。 

 

●田苅子委員 

議論の対象に、そこまでは及んでなかったんですけれども、耕作

地というのは大変な、農業者にとってみたら、それこそ土づくり、

根性づくりです、農業のね。そして、そこに土壌改良していくため

の大変な過去の苦労、そして暗渠排水だとか、随分そういう耕作地

の地下の中にいろんな設備までしているわけなんですよね。そうい

う農地が、勢い災害のときに、それを遊水地として活用するという

考え方自体に、私は大きな問題があるんでないか。これが１つ。 

  それから、もう１つは、これからは、私が前から言っております

ように、異常気象とのかかわりで、集中豪雨というのは、いつどん

な形で発生していくのか。あるいは、局地的に強烈な集中豪雨が発

生する地域差がすごく大きいんですよね。そういうときに、今農地

を遊水地ということになったら、せっかく整備をした農地が、いつ

も犠牲になっていくようなことが、果たして社会的に認知されるの

かどうか。私はこれは極めて重要な、基本に据えて議論しなかった

ら、とんでもないことを私どもは議論していることに、あるいはな

るんではないだろうか、そんな心配があります。 

 

●清水委員長 

ありがとうございます。ほかにどうぞ。 
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●長澤委員 

先ほどの事務局の方からのご説明の中に、旧川の遊水地化によっ

て、場合によっては内水の問題が発生する可能性があると。特に下

流の方の畑地は脆弱だというお話がありましたけれども、私はむし

ろ上流の方の、かつて水田地帯であったところが、今、状況やむを

得ず畑地として利用しているところがたくさんあります。下流の牧

草地よりも、むしろ中上流部の普通畑ですね。そちらの方がむしろ

心配になるなというふうに思っています。先ほどの説明とは少し、

そういった意味で違うんじゃないかなというふうに、私は考えてい

ますけれども。 

 

●清水委員長 

ありがとうございます。上流の方もということですね。 

  ほかに何かございますか。どうぞ。 

 

●黒木委員 

遊水地のお話になりましたので、ちょっと付け加えさせていだき

ます。 

  まず、冊子の方でご提案いただいた遊水地案という、遊水地を主

体にした治水案ということのようですけれども、２つ、大きく言い

ますと、２つの点で私は問題があるんだろうと思います。 

  １つは、この場でも相当議論してまいりましたが、利水が遊水地

では全く手当てできないと。冊子でご提案になった形は、利水に関
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しては全て否定しておられます。例えば、発電は要らない。それか

ら、水道も要らないじゃないか。農業用水も、これ直接載っている

わけじゃありませんが、足りているじゃないかと、等々ですね。こ

れは否定しないと、遊水地案を提案できませんから、戦略的には当

然なんですが、これがまず地域の実情と極めてかけ離れているんだ

ろうと思います。 

  ちょっと蛇足ですが、例えば、委員が出ておられます剣淵町、今、

西岡ダムというのを造っております。ここで水道が載っております。

ごくわずかな量です。日量５５０ｍ3/sです。それでも剣淵町は必

要なんです。ということで、西岡ダムに載って、造っております。 

  それから、この名寄の水道、たかだか１％じゃないかと。確かに

１％、このぐらい何とかしてあげられないのかなと。川から直接取

れないのかなと、私も思います。しかし、ご説明があったように、

水は全体として少ない。したがって、新規の水利権をそこに付与す

ることができないという、そういうことだろうと思います。であれ

ば、ダムで新規に開発せざるを得ないんだろうと。それから、水道

事業にお金がかかるから、非常に水道料金に反映するんでないかと

いうご心配までいただいていますが、これはダムから直接水を引っ

張ってくるということではなしに、現在の取水設備を多少拡張して

使うということでありますから、ほとんど新規の投資はなくてもよ

ろしいと。要は、水だけは使えるようになるけれども、新規の投資

は要らないということで、その辺ご説明がなかったんで、ちょっと

蛇足ですが付け加えさせていただきます。これが第１点ですね、利

水に関するいろいろなあれに全く目をつぶっておられている。 
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  ２つ目は、名寄川そのものの真勲別というところで縛りが入って

いるということであります。しかも、下流の方にほとんどご提案の

遊水地が集中していますね。今はもう、どうでしょう。４５－３ペ

ージ当たりに、そういう場所があります。まず、下流については、

本文にもございますし、それから今日のご説明にもございましたが、

堤防強化と、それから一部の掘削で対応できるというふうなご説明

でありました。これについては、今まで余り審議をしておりません

けれども、私はそれで何とかなるんだろうというふうに思っており

ます。その部分に関しましては、例えば４７－３という、今日お配

りいただいた中に、流量の流下能力図がありますけれども、その図

をお示しになって、冊子では、こんな差があるのは、こんなもの、

ダム１個造ったってどうもならんじゃないか、こんなものできるわ

けないじゃないかと、そういう書き方でありますが、決してそんな

ことはない。ここはできるんです。しかも、現状では下流に遊水地

は必要ありません。問題は、真勲別で縛ってますから、名寄川の方

なんですね。名寄川で、じゃ遊水地ができるのかといいますと、ご

提案は、あくまでも現在のダムの地点に遊水地を造れということで

あります。それは今日もご説明いただきました。容量で２００万ｍ

3、これは冊子の方では６００万ｍ3というふうに書いておられます。

この量自体は、いずれにしても微々たるもので、ほとんど効きませ

んから、どちらでもいいんですが、これを造る、階段状の絵が書い

てありましたが、１つ１つに越流堤を造り、１つ１つに排水樋門を

造らなければいけません。当然、堤防も全部、まかなきゃいけませ

ん。これでかかる費用というのは、ダムを造るよりも、恐らく高い
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でしょう。なおかつ効率が物すごく悪い。こんなもの造れという方

が、そもそも私はおかしいんだろうと、そういうふうに思っており

ます。 

  逆に、事務局の方から以前ご説明がありましたように、じゃあこ

のダムをなしで、まともにこの真勲別の流量を何とかするために遊

水地でやろうとしますと、ほとんど全部を、現在の農地全部を遊水

地にしなきゃならんと、そういうことになったようであります。こ

れは、私ども河川が、そんなことは実際にやるはずもないんであり

ますが、計算ではそんなふうになる。 

  それから、もう１つ、今日は新たに国土交通省が新たな施策とし

て考えている、ＯＨＰ出していただけますか、いわゆる輪中堤のよ

うなものですね。やれということでございましたが、これもご説明

のように、ほぼその堤防ができ上がっている地域、こういう地域に

わざわざ安全度を下げて、そこに輪中堤を造り、家屋だけは守るけ

れども、生産緑地はどうでもいいと、そういうことには恐らくなら

ないだろうなと。そういう意味で、地域経済がその現状を維持する

ための、あるいは発展するためにも、ダム案の方が遊水地案に比べ

れば、ずっとよろしいということになるんだろうと思います。当然、

魚類等にあれしますいろいろな問題点、これは私も認識しておりま

すので、これについてはまた、別途議論が必要でしょうし、その解

決策もいろいろご提案いただければいいんだろうと、そんなふうに

思っています。 

 

●清水委員長 
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ありがとうございました。遊水地案だと利水面が、うまく利水の

ことができないという問題があるという話もありましたけれども、

地域の地元の委員の皆様は、この辺はいかがでしょうか。井上委員

なんか、どういうふうに考えておられますか。 

 

●井上委員 

前回、いろいろと指摘もあって、名寄市の人口も減っているので、

ダムによって水は新たに必要ないんでないかというご指摘もあった

ものですから、いろいろ調べてみたんですけれども、やはり人間が

生活していく分では、過去よりも今の方がずっと水を使っている量

が多いというのが分かりまして、そういうこともありますし、合併

によって風連町が、当然地下水を使っているところが水道水を使っ

てあげる。風連町の地下水というのも、余りきれいな水質でないと

いうのも聞いていますので、そういう意味で言えば、水道水が必要

でないかと思います。 

  それと、自衛隊の方も、今現在は天塩川から直接水を引いて使っ

ているということで、自衛隊から市に対して、水道水を使わせてほ

しいという陳情も来ているというふうに聞いていますので、その２

ヵ所の部分を考えても、ダムによって利水するというのが必要でな

いかなというふうに、私の方は感じております。 

 

●清水委員長 

ありがとうございました。名寄市の関係なんかでは、辻委員、い

かがでしょうか、水道などについては。 
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●辻委員 

井上さんが説明されたところで、あれなんですけれども、前にも

私言ってましたように、やっぱり地下水は豊富だと言いましても、

実際の生活というか、飲用としてするには、それなりの処理という

ことで、設備施設、それから、もし地下水を使うとなったら、何年

かに１回ずつ更新していかなければいけないというようなことで、

結構、維持管理、それから安全面で問題があるというふうに担当の

方から聞いておりますので、今言われましたように、自衛隊なんか

も全然入ってないんですね。そういうことから考えて、一応、ダム

とか何とかという選択を別にして、取水量ということを前提にした

場合、必要かなというふうに、一定の水量が必要というふうに思い

ます。 

 

●清水委員長 

ありがとうございました。利水の方で、今日はちょっと農業の方

との関連で、梅津委員はいらっしゃってないんですけれども、長澤

委員なんかはいかがでしょうか。農業の利水の関連で。 

 

●長澤委員 

具体的な渇水で農業がいかに困っているかという、その辺の話は、

梅津委員でなければ具体的には説明できないと思うんですけれども、

一般論として、いろいろご指摘のある、農業用水不足といっても、

何とか工夫できないのかと。あるいは、水利権の調整で、それをク
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リアできないのかというご指摘がございましたけれども、その辺の

事情は大変複雑で難しくて、そう一朝一夕の問題ではないというふ

うに思っています。 

  そもそも農業基盤整備、生産を確保するための整備が長年やられ

てきているわけですけれども、それを保証するのは、農業用水が最

も大事なわけですね。その策定に当たっては、かなり綿密な調査を

行い、そして多方面の調整を行い、現状に至っていると。様々な整

合性を図っているわけです。水がこれだけあるから、農業生産はこ

れだけ行うことができると、こういうことを前提にして、農業が成

立し、地域経済もそれで成り立っているわけですよね。近年、雨の

降り方とか、水資源の変動が非常に大きくて、当初計画していたと

おりの水がなかなか賄えない、水がない。こういう状況で苦労して

いる、こういう実態が、この流域だけじゃなくて、どこでもあるわ

けです。そこのところは、これもかつて話が出ていましたけれども、

農業者間あるいは他種水利権者との調整を行いながら、何とかしの

いでいるわけです。我慢して、いろいろ水を分け合いながらしのい

でいるというのが現状なわけですね。そこら辺を簡単に解決できな

い。これは、その方面の仕事をしている方は、どなたもご存じのは

ずなんですけれども、例えば農業水利施設を改造しまして、より無

駄のない形に、水を送ったり、分配したり、そういうことができれ

ば、少しは浮いてくるじゃないかと。それは確かにそうなんですけ

れども、そうすると、とてつもない資本、お金がかかるわけですね。

そう簡単にはいかない。 

  それから、農業水利の再編事業というのもありますけれども、こ
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れはほかの水利権を保証するために農業水利権を少し明け渡すと、

そんなふうなやりとりもあるんですけれども、それもそう簡単なも

のではないと思います。何といいましても、農業者が水を開発し、

水利施設を造って、それを何十年、長い期間それを守ってきている

わけですね。そういう実態を知っている者としては、そう簡単に、

農業用水について少し節約しろとか、あるいは、タイトな非常にき

つい管理体制をしろとか、そういうことは、ちょっと第三者として

は言えない問題だというふうに私は思っています。ということで、

なかなか難しいだろうなというのが率直な感想です。 

 

●清水委員長 

農業の利水を減らすというようなことは難しいんじゃないかとい

うことですね。 

  今、事務局から冊子についての説明がありまして、それに関して

それぞれの立場から意見をいただいているんですが、ほかに何かご

ざいませんか。どうぞ。肥田委員の方が先に手を挙げたようですが。

じゃ、利水の方を先にお願いします。 

 

●肥田委員 

先ほど、黒木先生の方から西岡ダムのお話を出していただいたん

ですが、剣淵の福祉施設、結構大きな施設がありまして、そこの地

域がやはり毎年、渇水時には給水車を出すというような現状があっ

て、長年、何とかダムを造らなければどうしようもないということ

で、そういう実態があって、やっとこぎつけたという段階なんです



 41

ね。そういった意味で、やはりそこに住む人たちの水の確保という

のは非常に大事であって、また、この冊子の中で風連町さんの地下

水のことも出ていましたが、私も何人か知り合いがいるものですか

ら、実際ちょっと確認してみたんです、お水の状況はどうなのかと

いうところで。本当にごくわずかな人数なので、それが偏っている

かどうかというのは分からないんですけれども、やはり水質が余り、

毎年よくなくなって、塩素をどんどん足している状況で、まずい水

ではないけれども、そういう実態があるんだというお話を聞いてい

ます。 

  それと、名寄の部分では、名寄市さんの方で、議会の答弁がここ

にちょっと出ていたんですが、現状で余っている状態だという下り

があったんですけれども、これがいつごろの話なのか、ちょっと分

からないんですが、たしか昨年度の議会の答弁のやりとりの中では、

やはり名寄川の水が非常に少なくなってきていて、水質がかなり悪

くなっていて、それの浄化の経費がかなりかさんできている、そう

いう答弁もたしかあったと思うんですね。現実に、やはりこの沿川

に住む者としては、やはり農地は守っていただきたいということと、

それと農業者の利水の関係、これも本当に昔から苦労して、農業者

がずっとやってきた部分では、そのこともよく理解していただきた

いのと、やはり生活用水の確保、そういった部分を考えたときに、

やはりダムの案の方が、私は正しいのではないかなというふうなこ

とを、私自身ずっと考えていますので、その点、ご理解いただきた

いなと思っています。 
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●清水委員長 

ありがとうございます。 

 

●出羽委員 

治水のことも議論していただきたいんですけれども、その前に１

点だけ、ヤマメのことだけ確認したい。今日のこの資料の５ページ

で、前から出ていました頭首工、工作物の遡上阻害について、３０

年かけて魚道等の整備に取り組むという、この資料ですね。これは

いいんですが、１つは、３０年かけてというのは、ちょっと長過ぎ

るんじゃないかという気がして、もっと早く取り組んだ方がいいだ

ろうということと、もう１つ、もともと言っていたのは、この本川

の頭首工だけじゃなくて、支川の砂防ダム、これいっぱいあるわけ

ですね。それもいろいろ資料出してもらったんですが、その数もあ

る程度、遡上阻害の場所も出してもらった。それについて取り組む

ということはないんですが、そこはどう考えておられるのかという

ことと、もう１つ、前にも僕、お話したことあるんですが、一番大

きな阻害というのは、本川で言えば岩尾内ダムだと思うんです。こ

れは大きな施設ですから、そう簡単にはいかないかもしれませんけ

れども、岩尾内ダムに魚道を付けるということをなぜ検討しないの

か。その３点を、ちょっと今、考えだけ聞いておきたいんです。こ

れヤマメについてだけ。 

 

●清水委員長 

答えられる範囲で。 
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●井田課長 

これまで私どもの方では、具体のそのものは余り議論してこなか

ったので、今回、具体ということで、私ども管理している区間にあ

る頭首工について付けようということを検討してきました。それで、

じゃ３０年間のどのタイミングかということかと思うんですけれど

も、３０年間の間にやっていこうということであって、３０年後に

やるとか、２５年後にやるということでは必ずしもなくて、気持ち

としては、できるだけ早く取り組んでいきたいと思っております。

河川整備計画の性格上、年次計画という形ではございませんので、

その中でできるだけ早期に取り組んでまいりたいと思っています。

農業施設なものですから、利水者との調整等も実際にはございます。

そういったものを、この委員会の議論を踏まえて早期にやっていき

たいということでございます。 

  ２番目につきましては、支川等の取り組みということですけれど

も、この河川整備計画が私どもに関して、大臣管理区間の整備計画

ということもございまして、この管理区間の私ども管理するところ

について、魚道等を付けていこうという、自分たちのところで管理

しているところをきちっとやっていこうということを、今回説明さ

せていただきました。その他の区間については、関係機関といろい

ろ調整しているところでして、私どもの管理するところの整備と合

わせて効果的にやっていくよう、調整なり、お願いなりしていきた

いと思っております。 

  次は、岩尾内ダムの関係でございますけれども、この５ページの
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図で言うと、東士別の頭首工というものの上流にあるものですけれ

ども、やはり落差の少ない頭首工を下流から順番に付けていくのが

効果的であろうということで、今後の対象期間の取り組みとして、

頭首工等についてやっていこうと、きっちりやっていこうというこ

とを検討してまいりました。 

 

●出羽委員 

一応分かりましたが、資料に関しては、関係機関とのやっぱり協

議の上でないとできないということも分かります。それから、下流

からやっていくというのも分かります。ただ、そうですと、計画の

中に、そういう協議しながら進めていくなり、岩尾内ダムに魚道を

検討していくという、そういう文言をやっぱり入れていく必要ある

と思うんですね。検討してくなり、そういったことをお願いしてお

きたいと思います。ヤマメのことはこれだけで、後にします。それ

で治水についてなんですが、 

 

●清水委員長 

橘先生、何かご意見、どうぞ。 

 

●橘委員 

汽車に乗って豊富町の方に行くと、稚内の方に行くと、汽車に乗

りながら川を見ていくと、下流に行くと、かなり濁ってくると。そ

れはどうしてかなということなんですが、例えば４３ページと４４

ページのＢＯＤとＳＳのこの図を見ていただくと分かるんですけれ
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ども、ＢＯＤは非常に大きな変動がないわけです。ＳＳの方は、き

れいにはなってきていますけれども、ぽこっと上がったりすると。

要するに、地域的に、あるいはある支川が急に汚れたりするわけな

んですね。そういう特徴が、要するにこういうのはノンポイントソ

ース型というんですけれども、今の出羽先生の頭首工というか、ヤ

マメの話と関連するんですが、頭首工を造られると、頭首工に対し

て魚道を造られる。これは非常にいいと思うんですけれども、その

のぼれないことだけかと。ほかにやっぱり浮遊物が非常に多いとい

うようなこともあると思うんですよね。ですから、１つ１つの、例

えば名寄川の方は、雨が降ってもそんなに濁らないと、この間デー

タを見せていただきました。同じように、ある河川については、こ

ういうデータを見ても、かなり濁る可能性のある頭首工が結構ある

と思うんです。そういうことで、生態系が変化してしまうというこ

とがあるので、せっかくここまでやられてきたんで、１つ１つの頭

首工、要するに名寄川全体で非常に漁業資源を豊富にするというこ

とで、何とか水質、例えばＳＳだけでもいいから、特に雨が降った

ときに、分析が面倒があれば、見て来るだけでもいいです。透視度

計でちょっと見て来るだけでもいいから、そういう何か対策をとっ

ていただいて、利水、漁業資源ということから考えて、そういう単

に魚道を造ればいいんだということ以外に、そういうことを考えて

いただきたい。このためには、出羽先生、２０年、３０年、長いと

おっしゃるんですけれども、これはやはり森林の管理とか、そうい

うものと結びつきますから、やっぱり時間を見て、長くかかっても

いいから素晴らしい河川にするということでご努力していただきた
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いと、こう思っております。 

 

●清水委員長 

雨が降ったときに、ＳＳがばっと増えたりするのは、何か対策は

あるんですか。 

 

●橘委員 

だから、そういうものが出ないようにするしかしようがないんで

す。だから、浮遊物がたくさん出るのは、１つは畑地ですよね。畑

地に雨が降ると、すごく濁ると思う。それから、もう１つは、 

 

●清水委員長 

ということを、この河川整備計画の中でもちゃんと書けというこ

とですか。 

 

●橘委員 

それは、この次言おうと思っているんですけれども、その前に頭

首工が出てきたと。これは森林の中の方ですよね。そういう地域で

は、森林の管理によって、幾ら魚道を造ってあげても魚がのぼって

これないような状況にもなるだろう。そういう実態を、 

 

●清水委員長 

まず、実態を調査していただいた方がいいというご意見。 
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●橘委員 

それが非常に大きいだろうと、今見た感じではですね。 

 

●蝦名委員 

環境の方で今、頭首工の話になりましたけれども、これ見ると、

魚道がある頭首工と、ない頭首工で分けています。ある頭首工、魚

道がある頭首工で、魚道は、これがきちんと機能しているという判

断がされているのかどうか。あるいは、されているのであれば、そ

の効果というのは、どういうふうに出ているのか、事務局の方に聞

きたいと思います。 

 

●清水委員長 

その辺いかがですか。 

 

●井田課長 

私どもの方で、魚道のある頭首工の上流で、サクラマスの親魚だ

とか、その幼魚は確認されています。データ等も一部、この委員会

で説明させていただいているんですけれども、委員会でも、地元の

委員から金川、銀川で相当数いるみたいなことがあるというような

意見が出ていました。一方で、きちっとそういうデータが見やすい

形になっているかというと、必ずしもそうでもないところもござい

ます。そういった課題もございますので、今後のハードの整備と合

わせて、ハードだけでいいということで決してないので、実際の作

業後の状況を確認することは、非常に重要なことだと思いますので、
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関係機関と連携しながら、どういう調査をするかと。モニタリング、

効果の検証等、そういったものに引き続き取り組んでまいりたいと

思っております。 

 

●蝦名委員 

その考え方でやってもらえれば、私どもも理解できると思います

し、できればこの整備計画の中にも、その辺の文言の整理と、先ほ

ど橘先生から出ていました環境基準の問題ですか。その辺の文言の

整理もして、ぜひとも整備計画の中に何らかの形で記載してもらい

たいなと、お願いいたします。 

 

●清水委員長 

ご検討の方、よろしくお願いいたします。 

 

●井田課長 

分かりました。 

 

●橘委員 

それこそ、ボランティアの方が水質ということをみれるので、デ

ータとしてはどのぐらいなということでいろいろ言われるんですけ

れども、濁度という、１つ、３０ｃｍの濁度計を１本持って、何か

あったときに、その都度測っていただくという姿勢もあってほしい

と思います。ぜひお願いします。 
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●清水委員長 

ありがとうございます。どうぞ。 

 

●黒木委員 

橘委員、水質ご専門ですが、私も河川の水質ということで、特に

私は洪水時の濁度には興味を持っております。先ほどのご意見も、

恐らく洪水時に畑地なり、森林なりから出てくる土砂ということだ

と思うんですが、畑地ですと、最終的に沈砂池のようなものを設け

ることで、ある程度落とせますし、それから、林道整備をもう少し

うまくやれば、多少は落ちるなという気はしていますけれども、い

ずれにしても短期間でおやりいただかなければならないことですが、

問題は、そういうふうに洪水時に比較的短期に出てくる土砂がどん

な悪さをしているかということなのかなと思うんですよね。私この

間、沙流川で水が出ましたので、ニセウに行って来ました。養魚場

を見学して来ましたが、濁水が直接入りまして、魚はピンピンして

いましたよ。どうっていうことないんですね。相当濁っていました

けれども。表面に浮いてきて、背びれが出るときに魚影がちょっと

見えるぐらいで、相当濁っていました。ですから、案外、魚って強

いなと、自分自身でも感じましたし、養魚場のおじさんもそんなこ

とを言っていました。そういう意味で、海に出たとき、やっぱり濁

水がいろいろ問題になると。あるいは、濁水だけじゃなくて、流木

が問題になるとか、いろいろ指摘はされていますので、どの程度の

ものが実際に低減させなきゃいけないものかという議論がやっぱり

必要なんだろうなと思います。 
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  一方で、私も以前、そういうことで海域との関係を議論しました

ときに、やはりそれは１つの栄養源であると。そういう認識も当然

お持ちですよね。ですから、その辺のバランスをどんなふうにとる

のかなという議論を、本来はしないといけないんだろうと。 

  それから、先ほどおっしゃったような、低水のときの水の汚さ、

これは基準ですから、今大体クリアはしているようですけれども、

現状を更によくするか、現状維持するかということを当然書き込ん

であるんだろうと思っています。ちょっと高い水の方ということで、

付け加えさせていただきました。 

 

●清水委員長 

ありがとうございます。どうぞ。 

 

●酒向委員 

濁度の件からいきたいと思いますが、これどこから濁っているの

かなと思って、いつも疑問に思っていて、実際現場に入ってみまし

た。ＣＯＤが測りやすいんで、ＣＯＤで測って上がっていくと、ど

こまでも高いんですね。何で高いのかというのを疑問に思いながら、

じゃ自分で体で入って行った経験あるんですが、かなりの上流の細

いところからカヌーに乗って行きました。やはりこの地区は、かな

り古くから農地の改修、またいろいろ河川の整備されています。そ

れが古いところでは、もう機能しないぐらい逆の作用しているんで

すね。河川を塞ぐような状況になっているところもあるんです。昔、

整備している段階ではよかったんでしょうけれども、今逆にそこを
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よけて、わざと蛇行している。なおかつ、木々で見えないと。そこ

を私、ナイフ１本持って、カヌーでがばがばと入って行ったんです。

そうすると、その濁度の原因になるものがヤナギの下にあるし、昔

置いたコンクリートのブロックらしいもの、それはもう機能してな

いんですね。そういう部分もたくさんあります。まるっきり、この

地域は、もう天然の自然というのは、かなり山奥で、一般の生活し

ている範囲の中ではもう、河川も一時、手を入れられた後ですから、

そこの手入れの悪さというのが逆に今度出てきているのかなとも感

じました。 

  そして、その濁度と、もう１つ、臭いもね。臭いというか、汚れ

も溜まっているんですね。幾ら洪水になっても、やはり溜まりやす

いような、例えば昔の木の杭がずらっと直線に並んで、昔はここ川

が流れていたのかなと思うんですが、今はそれが蛇行しているんで

す。ですから、そのたびに木が溜まって、どうしても腐っていると

いう場所もありました。それで１つ納得して、これはと思った場所

もあります。 

  あと、先ほど蝦名委員の方から出ました魚道がどの程度機能して

いるのかということでございます。天塩川第２頭首工の魚道はあり

ますし、実際に私の住んでいる和寒で見たときに、秋の洪水時、ヤ

ナギ下には鮭が上がるのがちょっと観測されます。やはり洪水時な

んですね。そして、これで見て分かるとおりに、風連の２０線の堰

堤、この堰堤はほかの堰堤と違いまして、ほかの堰堤は、水を使わ

ないとき下がるんですね。オープンになるときあるんですね。あと、

必要なときに上げているという、そういう機能が２０線ではないん
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ですね。ですから、ほかのところでは上がりやすい時期があろうけ

れども、一番下の２０線が一番のネックではないのかなと。今回、

概ね３０年ということで出ていますが、これを早急に改善すること

によって、かなり流域の魚の状況が変わるんじゃないかなと期待で

きるところです。 

  あと、なおかつ、支川の砂防ダムということで、先ほど意見出て

いましたけれども、そちらもぜひとも進めると、この５ページです

か。パワーポイントの９６－２の紫の地域、この大きな面積でかな

り効果が見られるんじゃないかなと、これ見て期待するところです。

できたら、本当に早急に進めていただきたいものと思います。 

  あと、治水の部分で、まとめて言いますけれども、今日のパワー

ポイント集、資料の２の４３－０－１、７ページですね。以前から

話題のもとになっていますケース１、２、３の部分です。私ども、

前回、ケース３について、これほどに農地を無駄にするというか、

農地をこれほどまで使わんというのは納得できないということで、

私、ケース３については、これはもう絶対無理だなと、やってはい

けないなと考えております。 

  それで、ケース１、２について何かいいところはないかなと、今

考えあぐねているところですが、冊子の中で、多分ケース２につい

ての資料とか書かれていると思うんですが、ケース２においても、

最初の方から議論になっております美深、音威子府の狭窄部、そし

て名寄地方、その部分については、その部分における遊水地という

のは、それより上流でなかったら意味がないと思うんですよね。そ

ういう意味で、冊子にある下流側の遊水地の量というかな。その辺
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やなんか、ちょっと僕分からないんですね、その提案された理由が。

そういうところ、ずっと下のサロベツも何も完全に洪水を起こさな

いんであればいいんですが、一番最大のポイントである名寄、あと

音威子府の狭窄部等考えていく上で、ちょっと分からない部分があ

ります。そういうこともありますので、冊子についてですけれども、

その意見ももうちょっと勉強してみたいなと思っているところです。 

  あと、先ほど水道とか農地の話、利水の部分ですね、おっしゃっ

ていました。私ども地元に住んでいる者にとって、豊かな生活を営

むためには、水は必要ですし、あと農地を簡単に遊水地にするとい

うのはすごく難しい。ケース３の部分と同じことなんですが、そう

いうこともありまして、水道だけを見れば、水道施設を造れば済む

んでしょうけれども、今回のダムの中における水道の位置といいま

すか、ダムを造って、ついでに水道ができるよという部分かなと思

うんですよね。ですから、この水道の部分がメインではないのかな。

ダムができれば、水道に使いたいと。もしダムができなければ、別

に何か水道施設を造らなければいけないんじゃないのかなという状

況が、この中で読み取れるんですが。 

 

●清水委員長 

ダムでなくて、水道を造るということをお考えですか。 

 

●酒向委員 

いえ、もしダムを造らなければ、水道施設を別に造るだけの何か

お考えとか、必要とか、そこまでせっぱ詰まったものがあるのかな
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と、ちょっと疑問点も。じゃなくて、例えばダムを造らないとした

ら、 

 

●清水委員長 

水源が要りますよね、何かね。 

 

●酒向委員 

そうですね。そうすると水源が要りますので、それはそこまでに

必要なものかという、ダムがなくても造らなければいけないと、名

寄では思っているのか。確定であれば、であれば水道施設はとにか

く要ると。例えばケース２の場合ですよ。このケース別で考えてい

るので、例えばの話ですから、ケース２の場合で行かれた場合に、

「たられば」の話ですからね。ケース２の場合で行かれた場合に、

水道水ないですよね。これは、この場合は別に名寄市としては造る

というところまで今度行くのかなと。 

 

●清水委員長 

これ事務局で考えた１、２、３ですから、ケース２の場合は、水

道はどうする、これ治水の計画なんですけれども。 

 

●酒向委員 

そこなんですよ。それの根拠がちょっと分からない。 

 

●清水委員長 
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水道のこと考えてないんでしょう、この１、２、３は単に。治水

のことだけだから。 

 

●酒向委員 

それでケース２の場合の水はどうなるか。 

 

●清水委員長 

だから、２と３は利水はできないという案ですね。 

 

●井田課長 

利水面の特性というのは下の方にあって、そこにそれぞれの特徴

を入れております。サンルダムの場合、貯水池ができますので、そ

こで安定供給なりできるということなんですけれども、ケース２、

遊水地案でいきますと、平常時農地を使うということになると、既

得の用水の安定的な供給と、特に新規も含めてですね。それは難し

くなるであろうということでございます。そういうことです。 

 

●清水委員長 

だから、２と３は水道はできないという案ですね。 

 

●酒向委員 

分かりました。２と３では利水はないと考えていいんですね。分

かりました。そこをどこまで考えられているのかなという、どう考

えればいいのか分からなかったんですよ。あくまでも治水のための
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ケース１、２、３であって、利水はほぼないというのが今理解しま

した。ありがとうごいます。 

 

●清水委員長 

まだ後半の方で議論しなければならないことたくさんあるので、

ちょっと急がせて申しわけないんですけれども、出羽先生の方から、

１つ、できれば手短にお願いします。申しわけありません。 

 

●出羽委員 

魚道の管理というのはやっぱり非常に大事。僕もあちこちの小さ

な支流の魚道を見ていますけれども、流れが変わったり、水が流れ

てなかったり、枝が詰まって利用できなくなったり、それは結構い

っぱいあるんですね。この場合、頭首工の場合、魚道をつけると、

管理は農業者になりますよね。そうすると、魚道の管理というのは、

なかなか難しいというのもやっぱり。 

 

●井田課長 

私どもで管理するところに付ける頭首工というのは、必ずしも農

業者とは限っておりません。私どもの方で管理する場合もございま

すし、そういうケースもございます。特に、ダムの場合は、それは

管理所を設けて、常時、管理監視しますので、私どもが直接という

形になると思われますし、頭首工についてもケース・バイ・ケース

ということです。 
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●出羽委員 

その方がやりやすいし、その辺の管理をきちっとする必要がある。 

  それで、治水のことですが、遊水地については、今日は僕は意見

をちょっと差し控えさせてもらいたいと思いますが、それに関連し

ても、やっぱり下流は遊水地もある程度考えられるし、堤防とか、

それである程度考えられますけれども、やっぱり問題は上流だとい

うことですね、名寄川が一番の問題。そこをどう考えていくかとい

うことに関して、２つ出しているんですが、真勲別の目標流量と、

それから流下能力についてですね。疑問と質問と３つ出しています

が、まず２番目から質問したいんですが、上の表は開発局で作られ

た資料５からのものです。それに赤字は僕が付け加えたものです。 

  それで、まず１つの疑問といいますか、質問は、真勲別の目標流

量を１，５００ｍ3/sにしたと。その一番大きな理由が、洪水氾濫

が起こった場合の被害が最大であるからということなわけですね。

実際は、昭和５６年の誉平の４，４００ｍ3/sをベースとして、昭

和４８年８月の降雨パターンを当てはめて１，５００ｍ3/sを計算

した。この計算の仕組みは分かったんですけれどもね。そうします

と、赤字で含めました実績ですね。昭和４８年８月は、真勲別は１，

１１５ｍ3/sがピーク流量です。そして、天塩川流域全体で１万２，

７７５ｈａの氾濫面積になっています。浸水家屋は１，２５５戸に

なっているんですね。ところが、この１，５００ｍ3/sを基にして

推定された氾濫面積は、９，８００ｈａ、むしろ流量は大きいんで

すけれども、氾濫面積は小さいんですね。それと、浸水家屋にしま

すと、これ１万２，０００戸、１０倍の違いなんです。ただ、戸と
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棟の違いですから、これがよく分からないんですが、これを見ます

と、昭和５０年８月、５６年８月、みんな同じなんです。実績でい

うと、昭和５６年８月が氾濫面積１万５，６２５ｈａで、一番広い

んですね。浸水家屋は５４６戸。ただし、この推定では１，７００

棟。この違いは何なのかということを、まずお聞きしたい。黒木先

生でも。 

 

●黒木委員 

これは、実績と推定値というか、計画の違いです。それだけでい

いですか、もう少しお話ししますか。実績は、どこか１ヵ所が、例

えば破堤だとすれば、どこか１ヵ所が破れて、そうすると、もうほ

かのところは破堤しませんよね、大体はね。２ヵ所破堤するような

大きな洪水もありますけれどもね。通常どこかが破堤すると、ほか

の破堤しやすいところも助かる、これが普通ですね。ところが、シ

ミュレーションの方は、そうしないんです。破堤しやすいところ、

全部破堤させるんです。それで、それぞれ破堤をさせて、そのエン

ベロップをとるんです。これは恐らく、先生、この中でＢ／Ｃなん

て話出ているけれども、僕らに説明するときには、そんなことでも

しないと北海道に金落ちないですよ。この程度のあれで、Ｂ／Ｃ出

ませんからね、実績だけじゃね。だから、例えば５６年洪水のとき

は、石狩川筋は激特が入りましたけれども、ここは入ってないわけ

ですね。要は、この程度の被害じゃ国が何にも面倒見てくれないん

ですよ。そういう現実もあるんです。 

  要は、そんなところはどうでもいいですが、実績と計画論は違う
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んだと。いろいろなところで溢れさせて、浸水の可能性のある面積、

それから浸水の可能性のある家屋数、あるいは、そこにある資産を

積み上げていって被害額という、本当は被害額ではないんでしょう

ね。浸水エリア内における資産額なんでしょうね、これはね。それ

を被害額という形で同じように書いていますけれどもね。 

 

●出羽委員 

戸と棟の違いは何ですか。 

 

●黒木委員 

同じじゃないですか。そこまで、私細かいこと分かりませんけれ

ども、それはないんでないですか。 

 

●井田課長 

戸と棟ですか。恐らく統計というか、集計しているデータが、そ

ういうような集計されているということだと思います。 

 

●出羽委員 

じゃ同じと考えていいということですね。 

 

●井田課長 

一応それぞれ定義はあると思いますので、それぞれの定義に従っ

て集計しているというふうに思っております。 
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●蝦名委員 

私も、戸と棟ってどういうふうに解釈したらいいのかと思いまし

た。 

  それとあと、今、黒木先生の方からＢ／Ｃの話ありましたけれど

も、我々も施設整備するときには、やはりそこが一番問題であるん

ですけれども、逆に言えば、この辺の推定というのは、Ｂ／Ｃをク

リアする数字であって、これが実際、被害の可能性のある数字とど

れぐらいかけ離れるのか。あるいは、被害額というのが、これ実績

の部分が出てないものですから、この辺果たして、浸水家屋は、こ

れだけ１０倍にもなるわけですよね。逆に言えば、氾濫面積が小さ

いということからして、この辺がＢ／Ｃの理由づけで、こういうふ

うになるのか。いわば、逆に言えば、一番言いたいところは、ダム

を造ることによって、Ｂ／Ｃの数字で、ただ推定をこういうふうに

積み上げているのかというところがちょっと聞きたいのと、あとで

きれば、これ事務局になるんでしょうけれども、実際の被害額、こ

れを出してほしいなと思います。 

 

●黒木委員 

私も、この細かい数字の中身分からないんですけれども、実績の

氾濫面積と、例えば浸水家屋数、この大きな違いですね。あるいは

逆転現象ですね、先生ご指摘のような。これは、当然、古い資料だ

ということと、シミュレーションは最新の資料だという、流域の発

展状況が多少違うというのはありますわね。でも、それだけじゃこ

んなに出ないんで、恐らくというか、実際には浸水した場所が違う。
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名寄市本体の周辺でやってない。もっと上の方とか、支川とか、そ

ういうところが実際には破堤をした。ところが、シミュレーション

は、そういうことにお構いなしに、名寄市の周辺でもどんどん破堤

したようなことにして計算するわけですから、当然増えてきてしま

います。 

 

●清水委員長 

最悪を考えていますからね。 

 

●黒木委員 

そうですね。最悪というか、全ての重ね合わせですね。 

 

●出羽委員 

だから、恐らくいろいろグループに分けて、各ブロックでどこか

破堤すると、最大になるところを選んで破堤させて、そういう積算

なんだろうかなという気はするんです。 

 

●黒木委員 

違うんですね、機械的かどうかは分からないけれども、いろいろ

なところ、それぞれ破堤をさせて、そのときに浸水面積出ますよね、

それぞれね。それをずっと包絡線を描けば、相当広い面積になるで

しょう。その中に、じゃ何戸あるかと、そういう計算のはずです。 

 

●出羽委員 
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ということは、やはり蝦名さんも言われましたけれども、これは

計算上の、シミュレーション上の数値であって、実態とはやっぱり

相当かけ離れてくると。実態とやっぱり違うんだということをはっ

きり認識しないと、黒木さんも言われましたけれども、予算を獲得

するためにこういうことも必要なんだと。まさに、そういうためも、

やっぱり大きいのかもしれませんよね。そうしますと、本当にやっ

ぱり実態として、１，５００ｍ3/sが流れたときにどういうことに

なるのか。その実態をやっぱり見るということがないと、だからそ

ういう意味では……。 

 

●黒木委員 

いやいやそうでなしに、やっぱり溢れさせない努力をするのが

我々の仕事だと思っていますよ。 

 

●出羽委員 

もちろん、だからそのために実態を見ないと、どうやって溢れさ

せないようにするかということですよ。 

 

●黒木委員 

それは遊水地のときに申し上げましたけれども、ここが破堤する

ぞなんて、口が裂けても言えないじゃないですか。 

 

●出羽委員 

だって、ハザードマップも 
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●黒木委員 

それはハザードマップも同じ考え方ですよ。ですから、全体とし

てこういうところに、１つの洪水でここが破堤しやすいよと言い方、

絶対していませんから。 

 

●出羽委員 

それで、資料請求と１つ書きましたけれども、実際に先ほど蝦名

さんも言われましたけれども、実績としての被害額がどのぐらいだ

ったのか。それから、名寄川も氾濫面積は出ているんですよね、３

回の実績で。その名寄川の浸水戸数、それから被害額がどのぐらい

だったのか、それ資料として出してほしいんです。 

  それともう１つは、実際にこれを推定したシミュレーションをや

った３パターンについて、氾濫面積、浸水家屋、被害額、被害資産

と言っていいのかもしれません。それ出ているんですが、それは今

言われたように、何箇所か切っているか、越流というのもあるのか

もしれません、恐らく切っているんでしょうけれども。それを算定

した資料を出してほしいんです。それによって、これだけ見ますと、

すごい被害が起こるんだという印象を持ってしまうわけですよね。 

 

●清水委員長 

被害というよりは、想定氾濫区域内の資産ですか。 

 

●出羽委員 
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資産です。ただ、実際は被害額とか、そういう形で出ていますか

らね。 

 

●清水委員長 

被害じゃなくて、想定氾濫区域内の資産とは違うんでないですか、

被害とは。 

 

●出羽委員 

想定なんですよ、シミュレーションですから。ただ、ここには被

害額と出ているんですよ、文言としてはね。それは資産として考え

てもいいんですけれども、ただ、その根拠を出してもらわないと、

資料としてですね。なぜ１，５００ｍ3/s、真勲別、４８年をベー

スにしたかという、それを科学的に検討できないと思うんですね。

ですから、その資料をぜひ出していただきたいということです。 

 

●井田課長 

ちょっと２つ補足させてください。説明の方が、そもそも資料も

ある程度まとめて要約したところがあるので。 

  １つは、実績というのは、出羽委員の資料の方にもあるように、

外水と内水が混ざっています。それは支派川が氾濫することもあり

ますし、上流から入ってくる川が氾濫することもありますし、一方、

直轄河川が氾濫することもあり得ます。 

  私どもの方の計算はどうやっているかというと、私どもが管理し

ている川で氾濫するおそれのあるところを、今、委員同士の議論の
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中に出てきましたけれども、それを積算したというか、積み上げた

という形になっています。それはどういうことになるかというと、

ちょっとここの表現の方が、もしかしたら適切でなかったのかもし

れませんけれども、被害額というよりは、むしろ災害ポテンシャル

額というか、水がつく可能性のある、おそれのある範囲において、

どの程度の家だとか資産があるかと。それを一般的な基準に基づい

て金額に直したと。そうするとこの額になるということです。そう

いう意味で、災害のポテンシャルというか、どの程度、潜在的に危

険なところに住んでいる、家屋だとか家があって、それらの資産を

額に直すと、このぐらいになるというように考えていただければと

思います。 

  以上、補足説明させていただきました。 

 

●清水委員長 

資料請求なんですけれども、膨大な資料になるんでしょうか。 

 

●井田課長 

昭和４８年だと、実績の被害額の方は、家屋だとかは出ているん

ですけれども、金額の方が当時整理されているかどうか、確認はし

てみたいと思います。 

 

●出羽委員 

４８年、５０年、５６年、それぞれ氾濫面積、浸水家屋が出てい

ますから、それぜひ実際の被害額、それから名寄川についても、そ
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れを出していただければと思います。そうすると、過去の実態が分

かってくると思うんです。 

 

●田苅子委員 

住宅の建築年度だとか、何年たっているとか、中にいろんな家財

も、お金のかかるものも、安いものもいろいろありますよね。被害

額という、そんなのは、私は細かい計算の上で数字をはたくことは

ナンセンスだというような、そんな感じがするんですけれども、ど

うなんでしょうか。 

 

●出羽委員 

普通そういう洪水被害にしろ何にしろあったときに、新聞等でも

被害額どのぐらいと出ますよね。 

 

●黒木委員 

あれは時間がたつごとに、どんどん上がってきますよ。 

 

●出羽委員 

そういう計算はしないんですか、被害額の。それはどこまで積算

してね、大変な作業かと思いますけれども。 

 

●蝦名委員 

被害額の話なんですけれども、逆に言えば、それじゃ、この６，

３００億というのはどういうふうに出すんですか。少なからず被害
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があれば、これが正しいかどうかというのは、大まかでもつかんで

いると思うんですよね。ただ、それを参考までに、私も出すべきだ

と思います。 

  先ほど黒木先生からあったとおり、４８年ということで、実績と

今現在の資産価値も大分違うでしょうし、その辺は当然違ってもし

かるべきだと思います。ただ、実態、実績である以上、きちんと出

してもらった方が、私はいいと思います。 

 

●清水委員長 

分かりました。数字もちょっと錯綜していますし、手法等もちょ

っと錯綜していますので、資料があるかないか、古い資料になって、

その辺、精度の問題もいろいろあるでしょうから、その辺も含めて、

次回、再度説明していただければいいかなというふうに思います。

よろしいですか。 

 

●出羽委員 

ちょっとそれで確認ですけれども、そうしますと、実績の過去の

被害額、全域と名寄川についての資料と、もう１つ僕言いましたの

は、シミュレーションをやった資料と、そのときの、どこを切って、

堤防を切って、どのぐらいの氾濫面積になって、浸水深度がどのぐ

らいで計算して、それで浸水した、ここでは等になっていますけれ

ども、それを積算した資料、それも出していただきたいということ

です。 
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●黒木委員 

それに関しては、僕は出さない方がいいと思いますね。社会に与

える影響が大きいですからね。 

 

●出羽委員 

それはどういう意味でしょうかね。 

 

●黒木委員 

今、想定氾濫区域とかハザードマップとか、それをもとにしてハ

ザードマップとかというのを出していますね。それでさえ、今でも

まだ相当抵抗がある地域もあります。あるいは少し前ですと、河川

管理者が用意をしても、一切外には出さなかった。こういうのが今

の日本の現状ですね。最近はようやくハザードマップの形では出し

てきたけれども、要はエンブロープです。ここのどこが危ないとか、

どこが切れればどうなるとかというのは、ごくごく限られた例を除

いて出していません。 

 

●清水委員長 

どこの堤防が、あなたの家のそばのここが一番危なくて、そこが

破れそうですよとかという資料になるわけですね。 

 

●黒木委員 

ですから、今の氾濫を許容するというところにいかない限りは、

全部が同じような安全度になるように頑張りましょうというのが思
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想なわけです。そうじゃないと、本当は、どこか余り資産価値のな

いところに水をこぼしてしまった方が、これは遊水地としてでなく

ですよ。堤防を低くして、そっちへこぼしてしまった方がよほど楽

ですよね。でも今の日本ではそれはできない。昔、藩政時代、江戸

時代には、そういうことを現実にやっていますよ、いろんなところ

で。でも今はそれをやられたらみんな怒るでしょう。 

 

●清水委員長 

資産価値とか、そういう問題にも影響しますね、個人の。 

 

●出羽委員 

その辺はそう言われるとちょっと分からない部分ありますけれど

も、僕は基本的には必要だと思います。そうしますと、例えば具体

的な場所ではないとしても、下流、中流、上流、何箇所ぐらい切る

というシミュレーションをやったのか。それから、それぞれに、こ

の名寄川も含めて、氾濫面積どのぐらいなのか、浸水家屋、そうい

う範囲でどのぐらい想定しているのかとか、そういう出し方はある

と思うんです。その辺が全くないと、幾らシミュレーションとして

も、一体何のためのものかという、まさに先ほど黒木さんが言われ

た、予算獲得するためだけか、もしくはダムを必要だという、そう

いう根拠にするためなのか、そういう懸念というのは出てきてしま

いますよね。 

 

●井田課長 
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もう少し分かりやすい説明を、資料を用いてしたいと思いますけ

れども、この想定する範囲を出す手法というのは、ハザードマップ

等を出す地域の避難計画等に用いられるものです。そういった手法

と基本的には変わらないものです。予算獲得とか、そういう話も出

ておりましたけれども、一般的に災害のポテンシャルのあるところ、

これを図面に落としたものというふうに理解していただければと思

います。議論があったように、その中の家屋数だったり資産を積み

重ねたものというものを表にしたので、そこの部分はもう少しプロ

セスが分かるような形で御説明したいと思います。 

 

●出羽委員 

ぜひそれ出せるように検討してください。 

  それから、もう１つの質問でここなんですが、これも実績なんで

すが、これも前に２度ほど僕質問しているんですけれども、実績で

は昭和５６年８月が氾濫面積一番ひどくて、名寄川のことです。名

寄川１，２６５ｈａでして、ちょっとパワーポイントで参考資料の

２９ページ、３８－１を映していただけますか。昭和４８年、５６

年８月の洪水箇所が出ているんです、内水と外水に分けて。真勲別

のピーク流量は、昭和４８年が１，１１５ｍ3/sで一番高いですよ

ね、多いんです。昭和５６年は６０２なんですね。半分ぐらいなん

です。ただし、氾濫面積は、これは昭和５６年８月、委員の方の資

料は、この１枚目の後、３枚ついておりますが、この地図です。こ

れに外水氾濫と内水氾濫分けて箇所数が出ているんです。これを見

ながら説明しますと、名寄川ですが、昭和４８年８月は、氾濫面積
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２５２ｈａで、僕が読み取った範囲では、内水２箇所、外水３箇所

かなというふうに見えました。昭和５６年８月は非常に氾濫面積広

くて１，２６５ｈａで、内水４箇所、外水１６箇所かなというふう

に読んだんです、拾ったんです。ところがピーク流量からいうと、

４８年は１，１１５ｍ3/s、一番実績としては高くて、昭和５６年

８月は６０２ｍ3/sしかないんですよ。この違い、前にもお聞きし

たんですが、過去の洪水の実態として、どういうことかなというこ

とを把握しておく必要があると思うんです。これを今説明していた

だければしていただいて、もし今無理であれば、次回説明できるよ

うにしていただきたいと思うんですが。 

 

●井田課長 

昭和４８年と５６年、逆転しているということですが、私どもの

方で確認したところで、災害の統計となる数字と、こちらの方に、

どの部分で外水、内水氾濫起きたという理由のところが、調べられ

る範囲で整理したものということです。もう古いということもあっ

て、それが調べられる範囲ということです。 

 

●出羽委員 

それで、この中の１つの僕の疑問というのは、昭和５６年６０２

ｍ3/sしか流れていないのに１，２６５ｈａの氾濫面積あって、外

水の方が多いんですよね、この年は。この外水は、僕前にも聞いた

んですが、名寄川の堤防決壊したんだろうかという疑問が、最初、

そういうふうに言ったんです。ところが、どうも決壊したのではな
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いんじゃないか。だから支川の外水じゃないかという、そういう気

もするんですが、黒木先生、その辺何か分りませんか。 

 

●黒木委員 

私も実態は分りませんが、今日配っていただいた、ほかにも出て

いましたけれども、雨の分布を見ますと、今の数字は別におかしく

ないかなと思いますけれども。これは今日配っていただいた３８－

２見てください。４８年８月というのが、一番左に書いていますよ

ね。これまさに名寄川のところが、一番ブルーになっていますよね。

だから名寄川のところに集中した雨が降って、５６年８月は、全体

に上が全部ブルーじゃないですか。だからそういう意味では、コン

ターをもう少しきちっと見ないといかんけれども、同じぐらいか、

もう少し大きいですよね。名寄川筋が２５０ｍｍぐらいのコンター

の、平均で２５０ｍｍぐらいいっていますね。こっちだと２００ｍ

ｍをちょっと超えるか、最大２３０ｍｍ、この違いというのは大き

いんじゃないでしょうか。 

 

●出羽委員 

そうだと思います。ただ、名寄川が切れたかどうかというのは、

これは当然分るはずですよね。決壊したとすれば、当然記録もある

でしょうし、それ分らないということはないはずですよね。どこが

切れたのかぐらいの資料は、必ず出していただきたいと思うんです

が。 
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●井田課長 

主に入ってくる支川の方であふれたというように聞いております。 

 

●出羽委員    

名寄川では決壊していないということ。 

 

●井田課長 

ちょっと確認しないとはっきり言えないんですけれども。 

 

●出羽委員 

それ確認してください。次回までにそれも確認していただければ

と思います。いいですね。 

 

●井田課長 

はい。 

 

●出羽委員 

それともう１つ。 

 

●清水委員長 

どうしましょう。後半の議論がちょっと短くなりつつあるんです

けれども、じゃもう１つ手短にお願いします。 

 

●出羽委員 
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次の最後の２枚なんですが、これはやっぱり問題になる真勲別の

流下能力についてなんです。疑問と質問というのは４点上げてあり

ます。一番の僕の疑問点は、上の表は、僕が資料集と参考資料から

分かる範囲で入れたものなんです。基準点というか、ポイントの天

塩大橋から始まって名寄川の真勲別、それからサンル合流点まで、

計画高水位というのを入れてあります。それから堤防高、約と書い

てあるのは、図面から読み取ったから約という意味です。それから

目標流量は３地点はちゃんと出ています。流下能力も図から読み取

っていますから約という意味です。実績ピーク水位は、これは実態、

過去の実績です。上段がピーク水位で下段がそのときのピーク流量

です。 

  そうしますと、これまでの実績では、計画高水位は超えたことが

ないんです、実態としては、実績としては。それで恐らく治水計画

というのは、計画高水位を超えないようにすると、そこまで抑える

と、何らかの調整施設でですね。そういうものとして理解していい

と思うんです。 

  そのときに、もう１つ計画高水位がどう決まるのかというのは、

堤防高との関係があるんだろうと思うんです。堤防高との関係で基

準があるんだろうと思うんです。それを知りたいのと、それで、一

番のことは、真勲別のピーク流量は、昭和５６年８月の最大で１０

４．５４ｍです。もし目標流量の１，５００ｍ3/sが流れたらどの

ぐらいの水位になるか。 

  そうしますと、次の２枚目はぐってください。これは冊子に載っ

ていた資料を抜き出したものです。この真ん中の図です。これは
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Ｈ-Ｑ図になっているんですが、縦軸が水位で横軸が流量です。こ

れは冊子をつくった人たちが、天塩川資料集から、６００ｍぐらい

までの資料はあるんです。その後は推定で直線で伸ばしているんで

すね。もし１，５００ｍ3/s、点線で右の方でありますけれども、

それだけ流れたとしたら、約１０６．７ｍぐらいの水位になるであ

ろうという推定を、この人たちはしているんです。昭和５６年は、

その下に左側の方、これ実績として開発局の資料にあるんですが、

１０４．少しです。当時サンルダムの人たちが出した推定という形

で載っていますけれども、サンルダムによって、どれだけその水位

が下げられるかといったら、２０ｃｍという計算が出ているそうで

す。下に大きな図がありますけれども。 

  そうしますと、前の表に戻りますけれども、この真勲別地点の堤

防高は約１０９ｍあるんです。１０９ｍ弱だと思います。計画高水

位は１０６．３２ｍで、１，５００ｍ3/s流れると計画高水位を少

し超えることになる、この推定が正しいとすればですね。だからそ

れはある程度下げなければいけないということになると思うんです

が、堤防高は１０９ｍ弱ありますから、まだ２ｍぐらい余裕あるん

ですよね。そうしたら、結局流せるんじゃないかと思うんです、あ

ふれないで。そこの点はどうなんでしょうか、黒木先生。 

 

●黒木委員 

流せるか流れるかといったら、流れるんでしょうね。だけれども、

安全に流れるかといったら、安全でないんですよ。 
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●出羽委員 

それはどの程度安全じゃないですか。 

 

●黒木委員 

それを数値で言うことはできませんね。 

 

●出羽委員 

もちろん計画高水位が基準ですけれども、警戒水位とか何段階か

ありますよね。だから全部安全だという、流せても安全だというわ

けじゃないんですけれども、それで関連してお聞きしたいんですけ

れども、先ほど言った計画高水位の根拠として、流量と堤防高との

関係というのはどういうふうになっているか、これ聞きたいんです

が。 

 

●黒木委員 

流量というか、河川規模に応じて計画高水位プラス幾らにしなさ

いと、これは基準であります。 

 

●出羽委員 

それはどの程度ですか。真勲別は１，５００ｍ3/sですからね、

目標流量が。 

 

●黒木委員 

余裕高と一般には言われていますが、ここですと１ｍとか１ｍ５
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０とか、そういう数字でないかと思いますけれども、河川規模にも

よりますから。問題は高さじゃないんですよ、安全か安全でないか

というのは。要は当然ながら、人工で盛っていきますから、まず最

初に高さを稼ぎますよね、そこからあふれちゃいけませんからね。

低ければあふれるんですから、先生ご指摘のように。とにかく堤防

を高くする。計画の高さまで持っていく。大体今天塩川の堤防とい

うのは、そういう状態にあると思うんですが、やせているんです。

要は、何て言うんですかね。 

 

●出羽委員 

立ち上がり過ぎている。 

 

●黒木委員 

そうですね。なぜやせているといけないのかと。堤防というのは

土でできています。土というのは水を通しやすいんです。そうする

と、日本のように、洪水の高くなっているあれが比較的短いような

国でも、堤防の堤内地と言いますが、皆さんの住んでいる方の堤防

法面から水が吹き出すんです。そうなると、堤防はいつ崩れてもお

かしくない。それをなくするためには堤防を太らせなければいけな

い。それをやれば、同じ高さでもたくさん流せるんです、安全に流

せるんです。 

 

●出羽委員 

堤防の強化ということですね。 
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●黒木委員 

そうですね。 

 

●出羽委員 

だから強化が非常に大事になる。 

 

●黒木委員 

そうです、大事です。下流側で堤防強化と一部の掘削だけで、冊

子ではこんなもの流せるはずがないというものが、実際には流せる

ようになるんです。それだけ堤防強化というのは大事なわけですよ。

今ご指摘のように、ＨＷＬまで水位が上がったけれども、ほんのち

ょっとだからいいじゃないかという、それはラッキーだったらそう

なるんでしょうね。この間の沙流川もそうです。あれは天端まで行

きましたよ。上でダムで調節しても、天端までとにかく行っちゃっ

たところが何箇所かあります。それでも辛うじて持ちましたよね。

でも、あれでいいよということにはなりません、いつ壊れてもおか

しくないんだから。壊れたらあんなもので済まないわけです、被害

は。そういう意味で余裕高も必要だし、堤防をきちっとした大きさ

にすることも必要だし。 

 

●出羽委員 

僕が言っているのは、１，５００ｍ3/s流れても、まだ２ｍある

ということなんですね、天端まで。堤防強化というのは非常に大事
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で、それをむしろ考えるべきじゃないかなというふうに僕は思うん

ですよ。だからそうしますと、現状で目標流量は、名寄川というの

は流せるんじゃないかというふうに僕は思っているんです。 

 

●黒木委員 

５４－４を見ても、堤防強化をするということになっていません

か。 

 

●出羽委員 

ここは掘削になっているんじゃないですか。 

 

●黒木委員 

もちろん掘削もあるけれども、例えば１５ｋｍのあたりは、赤い

線で書いていますよね。オレンジの幅の広いのが掘削です。赤の細

い線は堤防強化です。５４－４という今日配られた中に入っていま

すね。 

 

●出羽委員 

ここは堤防強化もあるんですか、名寄川中流域。 

 

●井田課長 

下のページ、２４ページになるんですけれども、オレンジの部分

は河道の掘削ですし、堤防の強化という表現がちょっとなじむのか

どうかというのはあるんですけれども、赤の部分がありますよね。
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その部分が堤防の整備、腹づけだったり、そういったことです。 

 

●出羽委員 

名寄川で堤防整備もあるんですか。 

 

●井田課長 

余り多くはないですけれども、一部あります。 

 

●出羽委員 

この屈曲、真勲別の下流のところだろうか。 

 

●井田課長 

真勲別は８ｋｍ半ぐらいですから、それよりも大分上流になると

思いますけれども。 

 

●出羽委員 

太い赤の線のところ。 

 

●井田課長 

１５ｋｍぐらいのところにありますので、大分上になると思いま

す。 

 

●出羽委員 

分かりづらい。 
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●清水委員長 

実際、１年前のニューオリンズの水害というか、あれも水位は堤

防よりもはるか下だったんですけれども、一遍に２，０００人ほど

亡くなるような大災害になっていますから、単純に高さ、水位はと

にかく堤防を強化するにしろしないにしろ、水位はできるだけ低い

方が、やっぱり抑えるというのが治水の前提じゃないですか。 

 

●出羽委員 

その辺は僕も今年旭川に、新潟大学の大熊先生や高田先生かな、

特に堤防の強化の話聞きましたから、ある程度は理解できる、堤防

強化が非常に大事だということは。そうしますと、僕の疑問と質問

の４番目なんですが、真勲別地点の流下能力は約１，２００ｍ3/s

ですよね、図面から見ますと。そうすると、１，２００ｍ3/sが流

れたときのピーク水位というのは幾らになりますかね。 

 

●黒木委員 

それは私は分かりませんが、先生お書きのように、ＨＷＬよりは

低いでしょうね、当然。 

 

●出羽委員 

これから見ますと、恐らく１０５ｍ台か前後になるんだろうと思

うんです。そうすると、十分流せる量、つまり真勲別地点の流下能

力１，２００ｍ3/sしかないというのは、これは一体どういうこと
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なのか、全く僕には理解できなくなったんですが。 

 

●清水委員長 

これはＨ-Ｑ式で単純に出しているわけではないんですね。 

 

●井田課長 

流れを再現するには、一般的には不等流計算でやっています。流

下能力が１，２００ｍ3/sというふうに算出しておりまして、大体

そういう意味ではＨＷＬを上回らずに、流すところの部分は、１，

２００ｍ3/sは流せるだろうということになります。 

  一方で、この図を見ていただくとよろしいかと思うんですが、真

勲別地点というのは約８．４ｋｍあたりです。そういう意味では、

１，２００ｍ3/s流せるということですから、ＨＷＬ以下で流せら

れるということですけれども、１，５００ｍ3/sを流せられるかど

うかというふうになったら、それはＨＷＬと計画高水位を上回って、

先ほど申したように、安全に流せれるかどうかというと、それは安

全には流せられないだろうということになるかと思います。 

 

●出羽委員 

今の説明、全く分らないんですけれども。なぜ流下能力が１，２

００ｍ3/sなのか。 

 

●黒木委員 

ブルーの線、１，２００ｍ3/sになったじゃないですか、真勲別
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のところで。 

 

●出羽委員 

なっています、それは分かります。ただ、なぜ１，２００ｍ3/s

なのかという。 

 

●黒木委員 

それはいろいろ計算をしてそうなったというご説明ですから。 

 

●清水委員長 

Ｈ-Ｑ図で単純に伸ばしたような計算ではないですね。 

 

●黒木委員 

そうではないですね。 

 

●出羽委員 

水位から見ると、もし１０５ｍ台だとしたら、３ｍぐらいは堤防

高に余裕があるわけですよ。そこまでしか流せないという流下能力

というのは、一体何なのかということです。 

 

●黒木委員 

今現在はまだやせた堤防ですから、ＨＷＬまでは流せないんです

よ。時間がたつと下から吹き上げてしまうんですよ、堤防の水が。

大きくしないと、堤防の土の中を浸透する水の、浸透してくる時間
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を稼いでやらなければいけないわけです、太らせて。まだそうなっ

ていないから、結局流せる水位は、もっと低いですよと言っている

わけです。 

 

●出羽委員 

当然、堤防強化が必要になりますよね。 

 

●黒木委員 

このあれでは堤防強化か、あるいは。 

 

●出羽委員 

そんなやせていて水が吹き出すような、大熊先生や高田さん、今

本先生来られているのかな、高田さんからそういう実験を見せても

らいました。洗堀されたり、しみ出してきて底がえぐられるという、

模型で実験を見せてもらいましたけれども、それは当然防がないと

いけないことで、堤防強化が必要になりますよね。それをやれば十

分流せるということになりますよね。だから、そうしますと、遊水

地、ダム案の根拠に目標流量、基本は基本高水流量ですけれども、

当面は目標流量、そこの根拠がどうも僕はあやふやじゃないかと。

ということから、流下能力というのは、一体どうやって算出してい

るのかというのを知りたいんです。 

  それともう１つ、上の表で抜けている場所ですね、堤防高、目標

流量、流下能力、それを埋めていただきたい。それを計算するとき

のＨ-Ｑ図を出していただきたい。 
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●清水委員長 

Ｈ-Ｑ図で計算しているわけじゃないんです。 

 

●出羽委員 

この堤防高とか、計画高水位とか目標流量、流下能力、まあ流下

能力は分からんですけれども、当然Ｈ-Ｑ図は１つのベースになっ

てきますよね。 

 

●清水委員長 

Ｈ-Ｑ図で計算しているわけじゃないんですね。 

 

●井田課長 

不等流計算が、先ほど申したようにベースになっています。 

 

●出羽委員 

それは流下能力についてですね。 

 

●井田課長 

それはプログラムですから、プログラムというか計算手法なので。 

 

●出羽委員 

その手法のベースを分かるように説明してほしいんですよ。そう

しないと水位からいうと十分流せる。だって、どう考えてもそうで
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すよね。まだ堤防高に３ｍ余裕ある。堤防が弱いとすれば堤防を強

化すればいい。それで済むんじゃないですか。 

 

●井田課長 

分かりました。流れが分かるようなものを準備、結論だけじゃな

いかというご指摘だと思うので。 

 

●蝦名委員 

今聞いていると、全然我々知りませんけれども、何かしらつじつ

まが、だんだん開発局の方の説明が乏しくなってきているなという

実感です。逆に言えば、今、出羽委員が言われている方が、ここに

いる黒木先生以外は、恐らくなるほどなということで聞いているん

でないでしょうか。 

  我々は河川工学で、今、井田課長も言われたとおり、計算上、い

ろいろプログラムがあるので、その辺は我々全く知らないことなん

で、一番重要な、いわば治水対策、ここが一番重要になってくるわ

けで、この辺の資料をきちんと次回に出してもらって、これいわば

この冊子の方から来ている資料ですよね、一番最後のこういう図面

は。この真ん中の図は、これで計算していないにしても、その辺、

我々がきちんと理解できるような資料にして説明してもらわないと、

何か今まで議論してきたことが全く嘘だったのかな、このような感

じさえ、ちょっと憤りを感じておりますので、ひとつよろしくお願

いします。 
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●清水委員長 

いかがですか。 

 

●井田課長 

ちょっと繰り返しになる部分があるんですけれども、今日の資料

の６をちょっと見ていただきたいんですけれども、資料６の２ペー

ジを開いていただきたいんですけれども、治水の計画を立てるとき

に、雨の降り方によって洪水の出方が変わってくるということが前

半の方に書かれております。先ほど申したように、４つの洪水を引

き起こしたパターンがあるんですけれども、それに基づいて貯留関

数法という、一番最後のところに書いてあるんですけれども、流量

の算出を行います。それはある時間に対して、どういう流量が出て

くるかというものがアウトプットとして出てきます。それが３ペー

ジの右側の河川整備計画という箱に書いてあるものです。時間と流

量の関係、これが出てくるということです。これ流量の話です。 

  では、その流量が流れたときに、どれだけ水位になるかというこ

とは、今度流量をベースに、さっき言った河道の断面だとか条件を

与えて水位を計算すると、こういうステップになります。先ほどの

例えば真勲別地点でいえば、流下能力１，２００ｍ3/sということ

ですから、１，５００ｍ3/sであれば計画高水位を超えますし、１，

２００ｍ3/sであればそれを下回るであろうと、こういう流れにな

っています。 

 

●清水委員長 
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あふれるという表現と、安全に流せるという表現とがちょっと誤

解があるみたいで、あふれるというと、本当にあふれるのかと突き

詰めていくと、たまたま堤防が、何というかとか、漏水がなかった

りすると流れることもあるけれども。 

 

●井田課長 

そこは基本高水の考え方になっていくと思うんですけれども、私

どもの方で治水の計画を立てるときに、洪水を安全に流すための水

位としてのターゲットを、計画高水位というところに設けておりま

す。それはどういうものかというと、整備計画が前提となる河川整

備基本方針にも、例えば真勲別であれば何．何ｍというふうに書い

ています。たしか１０６．３２とか、そんなような数字だったと思

うんですけれども、そこの水位が上回らないように、洪水の調節な

り、川の幅を広げてやろうということになります。その水位という

のが、例えば治水にとっても大事な水位ですし、内水から見れば排

水するときの最高水位みたいものですから、地域の下水排水も含め

て、排水の計画にも大事になってきますし、橋だとか樋門だとか水

門も、そういった構造物の基準になる水位でもございます。そうい

った川を含めた管理する基本的な数字ということで、その水位が上

回らないように整備をしていると、管理をしているということにな

ります。 

 

●出羽委員 

それで、この目標流量が流れたときに、各地点での水位がどれだ
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けになるのか、この資料を出してほしいんです。それはＨ-Ｑ図が

必要になりますよね。 

  それから、先ほど言った流下能力をどういうふうに計算するか分

かるような、それはプログラムですから、わっと計算してしまうん

でしょうけれども、手順をですね、ですからもう一度繰り返します

けれども、１，２００ｍ3/sの流下能力ですと、水位は当然１０５

ｍ台だと思うんです。そうすると、１０９ｍ弱ですから、堤防が。

３ｍはあるわけですから、少なくとも。その資料を出していただき

たい。 

 

●清水委員長 

もう少し分かりやすい資料を工夫してみてください。資料の方は、

これも出せ、あれも出せ、これが分からなかったら次これを出して

ください、あれを出してくださいと、何年もやって際限なくなって

いく可能性ありますので、ある程度の段階で、それをもとに意見を

言っていただくということでお願いしたいと思います。 

 

●出羽委員 

これは非常に基本的な大事なポイントの資料ですから、きちっと

出していただきたいと思います。 

 

●清水委員長 

その辺を工夫して、次回お願いいたします。 

  もう今日は時間なくなってしまったんですが、どういたしましょ
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うか。 

  資料の説明だけしていただきますか。 

 

●井田課長 

お手元に資料４と資料５を準備してください。各委員には、資料

集の中に、２冊目の薄い方なんですけれども、配布しておりますし、

ホームページにはアップしているんですけれども、全ての議事要旨

がそちらの方に準備されております。議事要旨につきましては、質

問、資料要求だとか進め方などだとか、そういったものを除きまし

て、治水、利水、環境、そして治水、利水と環境のバランス、その

他に分類して転載したもの、そのまま書き写したような形になるん

ですけれども、それが資料４です。 

  資料を見ていただくと、１ページ目には、治水に関する意見とし

て、第３回にはこういう発言があった、第４回にはこういう発言が

あったとなっています。第１回、第２回目は進め方の議論が多かっ

たので、後半に従ってボリュームが増えていくような形になってい

ると思うんですけれども、これをベースに一定の整理集約をしたも

のが、資料５でございます。 

  １０ページぐらいになっていると思うんですけれども、第１５回

委員会までに出された天塩川河川整備計画に関する意見となってお

ります。 

  １ページ目のところには、治水に関する意見ということで、目標、

外水対策等、３ページ目以降に、内水、その他となっております。 

  ４ページの方に行きまして、利水に関する意見として、正常流量
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の関係が出ております。５ページの方は、環境に関する意見という

ことで、目標と考え方が出ています。５ページの真ん中辺には、サ

クラマスを初めとする魚類ということで記載されております。 

  ７ページの方には、漁業に関する意見として、幾つか出ている意

見を整理させていただいております。 

  その下、旧川、河畔林、植物、河道の変動等ということで、８ペ

ージの方は、水質、親水化と環境教育、９ページに、その他という

ような形になっております。 

  １０ページですけれども、それを踏まえた議論として、治水、利

水等環境のバランスに関する意見ということで、１ページ余り、比

較的最近議論している内容がここに出てきております。 

  最後に、その他意見ということで、分類に属さないものを幾つか

整理しております。 

  このような形で、これまで出た意見を整理させていただいて、議

論の参考にしていただきたいと思っております。 

 

●清水委員長 

ありがとうございました。 

  今日はもう時間なので、これで終わりたいと思うんですけれども、

この意見の中で、ちょっと両論併記みたいな形で、出された意見を

全て網羅したような形でまとめていただいたつもりなんですけれど

も、更につけ加えたい意見とか、この部分にこういう意見をつけ加

えてほしいとか、それから自分はこういう意見を言ったはずなのに、

ここにもしかしたら漏れているとかというのがございますれば、次
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回までに事務局の方に言っていただいてもよろしいですし、次回、

この場でまた言っていただいてもいいです。少しこういうのを充実

させていきながら、それを参考に、議論を深めていけばいいんじゃ

ないかなというふうに思います。 

  そういうことで、なかなか意見の集約というところまではまだい

かないんですけれども、いろんな環境の問題とか漁業の問題、農業

の問題とかも含めながら考えながら、なるべくいいバランスのとれ

た河川整備計画へ持っていくべく、意見を出していただければいい

かなというふうに思いますので、今後とも、ご協力をよろしくお願

いいたします。 

  本日は、以上で事務局の方にお渡しいたします。 

 

３．閉  会 

 

●柿沼課長    これをもちまして、第１６回天塩川流域委員会を終

わらせていただきます。ありがとうございました。 

 

 


